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罹災証明書の交付にむけた準備や交付の体制、具体的な手順等について整理。

現地調査を行う上での受けることの多い質問の内容とその回答について整理して
いる。現地調査に赴く際には当該内容について理解をしておくことが望ましい。

住家の被害認定調査に関わる全ての職員が理解しておくべき住家の被害認定基準
や被害認定調査、罹災証明書の概要など、基本的知識について整理

主に被害認定調査全体のマネジメントを行う立場の職員が理解しておくべき、調
査計画の立案の仕方や調査全体の進み方に関する内容について整理

具体的な建物の調査・判定の方法について記載。実際の調査を行う場合にはおお
よその概略だけを理解し、詳細は「４．調査票の記入方法」を確認する。

現地調査における調査票の記入方法について記載。現地調査員はこの内容を必ず
理解した上で現地調査に赴く。

被害認定基準の詳細な内容やこれまでの運用指針等の改定の経緯、建物の構造に
ついての補足資料。建物の構造については、建築や税務部門以外の職員で必要な
場合に参照。
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■災害対策基本法第90条の2に基づき、市町村長が行う住家の被害認定調査に
関して、内閣府より『災害の被害認定基準』を通知するとともに、市町村が被害
認定を迅速かつ的確に実施できるよう、住家の経済的被害の標準的な調査方
法を定めた『災害に係る住家の被害認定基準運用指針』を通知しているところ
であるが、本資料はこれらを補足して説明するものである。

■また、本資料の冒頭には「部外秘」と書いてあるが、これは
・被害認定調査は災害対策基本法第90条の2に基づき、市町村長が行うもので
あること

・運用指針では明らかになっていないことを過去の災害での対応等を踏まえて
補足的に説明していること

・個人の被災住宅の写真を利用していること
等から、本資料は担当者限り（民間の調査員含む）とし、部外・不特定多数に公
開・配布などは行わないよう、取扱いには十分注意されたい。

本資料の位置づけ
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本資料の使い方

■本資料は、利用する目的・対象者にあわせて、必要な箇所を抽出して
利用してください。

１．被害認定調査・罹災証明書の概要等

２．調査マネジメント

３．調査・判定方法

４．調査票の記入方法

５．調査上の留意点

６．罹災証明書の交付

７．参考資料

調査員向け
マネジメント
担当向け

◎ ◎

◎

◎

○

△

△

○

◎

◎

（罹災証明書交付担当のみ）

◎：必須 ○：実施することが望ましい △：参考程度

（必要に応じて）

■右肩に「 」とあるものを中心とし、「 」とあるものは参考情報等として適宜活用してください。応基
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１．住家の被害認定調査・
罹災証明書の概要等

【章の内容】
住家の被害認定調査に関わる全ての職員が理解しておくべき住家の被
害認定基準や被害認定調査、罹災証明書の概要など、基本的知識につ
いて整理
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災害に係る住家の被害認定とは

地震や風水害等の災害により被災した住家の被害の程度（全壊、大規
模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊等）を認定すること

基

②災害による被害規模の把握

①罹災証明書の交付（災害対策基本法第90条の２）

⇒災害対策基本法第５３条に基づく報告※、災害救助法等の適用の判断
等にも活用

※運用として、内閣総理大臣への被害報告については、防災基本計画において、市町村又は都道府県が消防
庁に報告し、消防庁が内閣府（内閣総理大臣）に直ちに報告することとしている。

⇒各種被災者支援策※の判断材料として活用
※各種被災者支援策

給付 ：被災者生活再建支援金、義援金 等
融資 ：（独）住宅金融支援機構融資、災害援護資金 等
減免・猶予 ：税、保険料、公共料金 等
現物支給 ：災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与、住宅の応急修理 等

○被害認定の実施目的

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付
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被害認定に関する法的位置づけ

東日本大震災に際し、罹災証明書（災害による被害の程度を証明する書面）の交付に長期間
を要し、結果として被災者支援の実施そのものに遅れが生じた事例も少なくなかったことを踏
まえ、市町村長の義務として、被災者から申請があったときは罹災証明書を遅滞なく交付する
ことが、平成25年6月の改正により災害対策基本法に位置づけられた。

基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

（罹災証明書の交付）

第九十条の二 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合におい

て、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当

該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を

証明する書面（次項において「罹災証明書」という。）を交付しなければならない。

２ 市町村長は、災害の発生に備え、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体

制の確保を図るため、前項の規定による調査について専門的な知識及び経験を

有する職員の育成、当該市町村と他の地方公共団体又は民間の団体との連携

の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

■災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）（抜粋）

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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被害認定に関する防災基本計画での位置づけ

■防災基本計画（令和３年５月 中央防災会議決定）

第２編 各災害に共通する対策編

第１章 災害予防

第３節 国民の防災活動の促進 ２ 防災知識の普及，訓練 (1) 防災知識の普及

○ 国〔内閣府等〕，公共機関，地方公共団体等は，防災週間や防災関連行事等を通じ，住民に対し，災害時のシミュレーション結

果等を示しながらその危険性を周知するとともに，以下の事項について普及啓発を図るものとする。

・家屋が被災した際に，片付けや修理の前に，家屋の内外の写真を撮影するなど，生活の再建に資する行動

第６節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧・復興への備え １１ 災害復旧・復興への備え (3) 罹災証明書の発行体制

の整備

○ 市町村は，災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう，住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局を定め，

住家被害の調査の担当者の育成，他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締結，応援の受入れ体制の構築等を計画

的に進めるなど，罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の整備に努めるものとする。

○ 市町村は，効率的な罹災証明書の交付のため，当該業務を支援するシステムの活用について検討するものとする。

○ 都道府県は，市町村に対し，住家被害の調査の担当者のための研修機会の拡充等により，災害時の住家被害の調査の迅速

化を図るものとする。

また，育成した調査の担当者の名簿への登録，他の都道府県や民間団体との応援協定の締結等により，応援体制の強化を

図るものとする。

※ 「第３編 地震災害対策編」、「第４編 津波災害対策編」、「第５編 風水害対策編」、「第６編 火山災害対策編」、「第７編 雪害対策編」にも同様の記載あり

■共通 ■都道府県 ■市町村

基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

市町村による罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の整備、都道府県による発災後の速

やかな説明会開催、被害が複数の市町村にわたる場合の調査・判定方法の調整等が、防災基

本計画に位置付けられている。
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被害認定に関する防災基本計画での位置づけ（続き）

■防災基本計画（令和３年５月 中央防災会議決定）

第２編 各災害に共通する対策編

第３章 災害復旧・復興

第４節 被災者等の生活再建等の支援

○ 都道府県は，発災後速やかに住家被害の調査や罹災証明書の交付に係る事務の市町村向け説明会を実施するとともに，そ

の実施に当たっては，ビデオ会議システムを活用し，各市町村に映像 配信を行うなど，より多くの市町村担当者の参加が可能

となるような工夫をするよう努めるものとする。

○ 都道府県は，災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付について，被害の規模と比較して被災市町村の体

制・資機材のみでは不足すると見込まれる場合には，当該市町村に対し必要な支援を行うとともに，被害が複数の市町村にわ

たる場合には，調査・判定方法にばらつきが生じることのないよう，定期的に，各市町村における課題の共有や対応の検討，

各市町村へのノウハウの提供等を行うこと等により，被災市町村間の調整を図るものとする。

○ 市町村は，災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに，各種の支援措置を早期に実施するため，災害による住家等の被

害の程度の調査や罹災証明書の交付の体制を確立し，遅滞なく，住家等の被害の程度を調査し，被災者に罹災証明書を交付

するものとする。

○ 市町村は，住家等の被害の程度を調査する際，必要に応じて，航空写真，被災者が撮影した住家の写真，応急危険度判定の

判定結果等を活用するなど，適切な手法により実施するものとする。

○ 市町村は，必要に応じて，個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況，配慮を要する事項等を一元的に集約

した被災者台帳を作成し，被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努めるものとする。

※ 「第３編 地震災害対策編」、「第４編 津波災害対策編」、「第５編 風水害対策編」、「第６編 火山災害対策編」、「第７編 雪害対策編」にも同様の記載あり

■共通 ■都道府県 ■市町村

基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

市町村による罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の整備、都道府県による発災後の速

やかな説明会開催、被害が複数の市町村にわたる場合の調査・判定方法の調整等が、防災基

本計画に位置付けられている。
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基災害に係る住家の被害認定の実施主体等

市町村

認定基準
「災害の被害認定基準」
（平成13年府政防第518号内閣府政策統括官通知）

被害認定の実施主体

被害認定を行うための

■被害認定の実施主体・認定基準

⇒ 速やかな被害規模の把握と各種制度の適用のため

－ 迅速性が求められる

⇒ 被災者への支援策の適切な実施のため

－ 的確性が求められる

■被害認定とは

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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発災後約１ヶ月程度

基被害認定の流れの概要

・概ね発災１ヶ月程度（災害の規模等による）で罹災証明書の交付が求められる事から、
被害認定調査を迅速に実施する必要がある。

・そのため、都道府県は、災害発生後速やかに住家被害の調査や罹災証明書の交付に
係る事務の市町村向け説明会を実施するよう努めるとともに、市町村は、発災後約１週
間を目途に、調査方針を決定し、実施体制の確立に努める。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

災害による住家被害の発生

発災後約１週間

各種被災者支援策の適用

調査方針の決定
実施体制の確立

市町村

住家被害の調査等に係る説明会都道府県

（災害の規模等による）

発災後
速やかに

住家の被害認定調査市町村

罹災証明書の交付
（全壊、大規模半壊、半壊、準半壊等）

市町村

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

応援職員の要請：応急対策職員派遣制度
応急対策職員派遣制度（短期派遣）の目的

(1) 被災市区町村が行う災害マネジメントの支援（「総括支援チーム」の派遣）
(2) 避難所の運営、罹災証明書の交付等の災害対応業務の支援（「対口支援チーム」の派遣）

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

(1)被災市区町村が行う災害マネジメントの支援（「総括支援チーム」の派遣）

役割 被災市区町村の長の指揮の下で、被災市区町村が行う災害マネジメントを総括的に支援
被災市区町村の長への助言、幹部職員との調整、被災市区町村における応援職員のニーズ等の把握、被災
都道府県をはじめとする関係機関及び総務省との連携など

①

② 構成 災害マネジメント総括支援員と災害マネジメント支援員など数名で構成するチーム
・災害マネジメント総括支援員：災害対応に関する知見を有し、地方公共団体における管理職の経験などを有する者
・災害マネジメント支援員：避難所運営業務や罹災証明の交付業務などの災害対応業務に関する知見を有する者

「総括支援チーム」とは

災害マネジメント総括支援員
（ＧＡＤＭ）

災害マネジメント支援員
など災害対応に知見のある者

連絡調整要員

（1名）

（1～2名）

総
括
支
援
チ
ー
ム
の

構
成
イ
メ
ー
ジ

災害マネジメント総括支援員等の登録・派遣の仕組み

① 都道府県・指定都市等の推薦を受け、総務省・消防庁で実施する研修を受講 ⇒ 名簿に登録
② 災害マネジメント総括支援員を含む「総括支援チーム」を、対口支援に先立ち都道府県・指定都市が派遣する

ことが基本

○対口支援に先立ち先遣隊として派遣される事例
・被災市区町村の被害状況の把握
・応援職員に依頼する業務及び必要人数の把握

○被災市区町村が行う災害マネジメントの支援を行う事例
・応援職員に関する受援体制の確保に関する助言
・災害対応についての首長への助言
・避難所運営、罹災証明書の交付など個別業務に
関する助言 等

総
括
支
援
チ
ー
ム
の

活
動
事
例

（1～2名）
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基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

応援職員の要請：応急対策職員派遣制度

被災
都道府県

被災
市区町村

総務省

＜震度６弱以上の地震が観測された
場合等には、総務省が関係機関との
間で情報の収集、共有を実施＞

被災地域ブロック
幹事都道府県

発災

被災都道府県内の

地方公共団体による
応援職員の派遣だけ
では対応困難である

ことを連絡

(2) 避難所の運営、罹災証明書の交付等の災害対応業務の支援

応援職員の
必要性の
有無等に

ついて把握

被災都道府県内の地方公共団体による応援
職員の派遣だけでは対応困難

被災地域ブロック内を中心とした地方公共団体による応援職員の派遣

第１段階支援

被災市区町村応援職員
確保調整本部

⚫都道府県又は指定都市を原則として１対１で被災市区町村に割り当て、対口支援団体を決定

（全国知事会、全国市長会、全国町村会、
指定都市市長会、総務省（事務局））

被災市区町村応援職員
確保現地調整会議

（被災都道府県、被災地域ブロック幹事
都道府県、全国知事会、全国市長会、
全国町村会、指定都市市長会、総務省）

⚫被災市区町村に関する情報収集・共有等

報告

第２段階支援

全国の地方公共団体による追加の応援職員の派遣
⚫全国の都道府県及び指定都市による追加の応援職員の派遣の調整を実施

原則として、総括支援チームとセットで決定
都道府県にあっては区域内の市区町村と一体的に支援

第１段階だけでは対応困難 ⚫情報の収集及び共有
⚫総合的な調整及び意思決定

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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他の建物被害調査の違い 基

・各種調査の違いについて理解が必要

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

調査名 目的 判定内容 調査を行う人

住家被害
認定調査

被災者からの申請を受けて、遅滞なく、住家の被害の状況を
調査し、住家に係る罹災証明書（災害による被害の程度を証
明する書面）を交付すること

住家の損害割合（経済的被害の割合）又
は損壊割合（延べ床面積に占める損壊
割合）の算出
【全壊・大規模半壊・半壊等】

主に行政職員

被災建築物
応急危険度

判定

大規模地震の直後に一般的に実施され、建築の専門家が余
震等による被災建築物の倒壊危険性及び建築物の部分の落
下の危険性等を判定し、その結果に基づいて当該建築物の当
面の使用の可否について判定することにより、二次災害を防
止すること

当面の使用の可否
【危険・要注意・調査済】

応急危険度判定士
（行政又は民間の建築士等）

被災度
区分判定

建築主の依頼により建築の専門家が地震により被災した建築
物の損傷の程度及び状況を調査し、被災度区分判定を行うこ
とにより、当該建築物の適切かつ速やかな復旧に資すること

継続使用のための復旧の要否
【要復旧・復旧不可能等】

民間建築士等

被災宅地
危険度判定

地震や降雨による、滑動崩落、擁壁倒壊、液状化による亀裂
などの宅地被害発生時に、宅地防災を担当する地方公共団
体の職員等が宅地を調査して通行時の安全確保や応急対策
の必要性などを周知することにより、二次災害を防止すること

監視警戒や応急対策の必要性の有無
【危険宅地・要注意宅地・調査済宅地】

被災宅地危険度判定士（宅
地防災の経験を有する行政
職員等）

地震保険
損害調査

地震・噴火又はこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋
没又は流失による損害を補償する地震保険の加入者の依頼
により、損害保険会社が被災した建物や生活用動産の損害の
程度を調査し、損害の程度に応じた保険金を支払うこと

主要構造部の損害割合、焼失又は流失
した床面積の割合、床上浸水の程度から
建物の損害程度を認定
【全損・大半損・小半損・一部損】

損害保険会社社員又は損害
保険登録鑑定人等

共済
損害調査

自然災害による損害を補償する制度を有する共済団体が、そ
れぞれの共済金支払要件及び損害評価の基準・手続に従っ
て損害の程度を調査し、その結果に基づいて共済金を支払う
こと

損害発生前の状態に復旧するために要
する額を算出（※共済団体によって異な
る。）

共済団体担当者又は鑑定人

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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住家と非住家について 基

（「災害の被害認定基準について」平成１ ３ 年６ 月２ ８ 日府政防第５ １ ８ 号より）

・「住家」とは現実に居住のために使用している建物
・社会通念上の住家であるかどうかは問わない

⇒一般的な「住宅」であっても、居住していなければ住家ではない

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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⇒ 「災害の被害認定基準について」 （平成１３年内閣府政策統括官（防災担当））

－ 住家全壊（全焼・全流出）、住家半壊（半焼）

⇒ 「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について」
（平成１６年内閣府政策統括官（防災担当）通知）

－ 大規模半壊

⇒ 「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について」
（令和２年内閣府政策統括官（防災担当）通知）

－ 中規模半壊

⇒ 「災害救助事務取扱要領」（令和２年内閣府政策統括官（防災担当）通知）

－ 準半壊

⇒ 「災害報告取扱要領」（昭和４５年消防庁長官通知）

－ 全壊、半壊に加え、一部破損、床上浸水、床下浸水

住家の被害の程度の基準＝被害認定基準 基

・被害認定基準は、以下の通知等で定められている。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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災害の被害認定基準 基

地震、水害、風害の場合は、原則として「②損害基準判定」により判定する。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

全壊
大規模

半壊

中規模

半壊
半壊 準半壊

準半壊に
至らない
（一部損
壊）

①損壊基準判定
住家の損壊、焼失、流失

した部分の床面積の延床面
積に占める損壊割合

７０％ 以上
５０％ 以上

７０％ 未満

３０％ 以上

５０％ 未満

２０％ 以上

３０％ 未満

１０％ 以上

２０％ 未満
１０％ 未満

②損害基準判定
住家の主要な構成要素の

経済的被害の住家全体に
占める損害割合

５０％ 以上
４０％ 以上

５０％ 未満

３０％ 以上

４０％ 未満

２０％ 以上

３０％ 未満

１０％ 以上

２０％ 未満
１０％ 未満

※全壊、半壊：「災害の被害認定基準について（平成13年６月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官（防災担当）通知）」による。
※大規模半壊：「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について（平成16年４月１日付け府政防第361号内閣府政策統括

官（防災担当）通知）」による。
※中規模半壊：「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について」（令和２年12月４日付け府政防第1746号内閣府政策統括官

（防災担当）通知））による。
※準半壊 ：「災害救助事務取扱要領（令和２年３月30日付け内閣府政策統括官（防災担当））通知」による。（令和２年３月末時点）

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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⇒ 一部破損の定義

－ 全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要と
する程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく
小さなものは除く。

⇒ 床上浸水の定義

－ 住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しない
が、土砂竹木のたい積により一時的に居住することができないも
のとする。

⇒ 床下浸水の定義

－ 床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。

（「災害報告取扱要領」（消防庁）より）

一部破損、床上浸水、床下浸水について 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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■住家の被害認定の仕組み（３．調査・判定方法で詳述）
①各部位の損害割合を算出して、それを足し合わせて住家全体の損害割合を算出

し判定する方法

②特定の現象に着目して、個々の部位の損害割合の積み上げをしないで、判定す
る方法

③地震や水害の第１次調査のように、外観だけに着目して、一部の部位の損害割
合から判定する方法

※②の方法を採る場合、必要に応じ①の方法による判定も行われる。

■調査の概要
・「住家被害認定調査票」を用いて「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」によ
り実施

・第１次調査は、外観目視調査により外観の損傷状況把握、建物の傾斜の測定を行
い、第２次調査は、外観目視調査及び内部立入調査による損傷状況把握、建物の
傾斜等を行う。なお、第２次調査は、原則として立ち合いを求めます。
※危険がある場合などは外観目視調査のみ

住家の被害認定調査の概要 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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住家の被害認定に利用する各種資料 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

災害の被害認定基準

災害に係る住家の被害認定基準運用指針

災害に係る住家の被害認定基準運用指針
参考資料（損傷程度の例示）

住家被害認定調査票

災害に係る住家被害認定業務
実施体制の手引き

（昭和４３年６月統一、平成１３年６月改正）

（平成１３年度作成、平成２１年度、２５年度、
２９年度、令和２年度、令和３年３月改定）

（平成１４年度作成、平成１８年度、２１年度、
２５年度、２９年度、３０年度、令和２年度、
令和３年５月改定）

（平成２０年度作成、平成２２年度、２６年度、
２７年度、２８年度、２９年度、令和２年度、
令和３年５月改定）

基 準：

指 針：

調査票：

写真集：

実施体制の例：

テキスト： 災害に係る住家の被害認定 講習テキスト

映像資料： 住家の被害認定調査〈地震による被害〉
【木造・プレハブ】

住家の被害認定調査〈水害による被害〉
【木造・プレハブ】

（平成３１年３月作成）

（令和２年３月作成）
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罹災証明書とは
◼ 罹災証明書とは、災害による住家の被害程度等を証明する書面。（災

害対策基本法第９０条の２第１項に規定する「罹災証明書」は、災害に

よる住家の被害程度のみが必須の証明事項）

◼ 動産の被害の程度等のみを記載し、住家の被害程度を記載しない証明

書は、法定の罹災証明書と区別するため、「罹災証明書」の名称は使

わず、別の名称（「被災証明書」等）とすることが望ましい。

◼ 罹災証明書は、被災者生活再建支援金をはじめとした、各被災者支援

制度の判断材料として活用される。

◼ なお、様式については、近年の災害において、応援職員を派遣した自

治体等から、自治体によって罹災証明書の様式が大きく異なるために、

被災自治体での罹災証明書の迅速な交付の支障となっていることから、

様式の統一に対する要望が出ていたことを踏まえ、罹災証明書の統一

様式を全国の自治体に提示※した。

【主な概要】

・ 必須記載事項（世帯主住所・世帯主氏名・罹災原因・被災住家の 所在地、住

家の被害の程度）については、幅の変更は可能だが、 配置順及び記載内容

については変更しないこと。

・ 「追加記載事項欄①」：被災世帯又は申請者に関連する事項

「追加記載事項欄②」：被災住家に関連する事項

「追加記載事項欄③」：①～②以外の事項（住家以外の建物や動産の被害の

状況など）を記載

＜罹災証明書の統一様式＞

基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

※「罹災証明書の様式の統一化について」（令和２年３月
30日府政防第737号内閣府政策統括官（防災担当）通知）

※「罹災証明書の統一様式の改定について」（令和２年12
月４日付け府政防第1747号内閣府政策統括官（防災担
当））において改定した統一様式を提示している
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罹災証明書の法的位置づけ

■災害対策基本法（昭和36年法律第223号）

（罹災証明書の交付）

第九十条の二 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被
災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の
状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面（次項において「罹災証明書」とい
う。）を交付しなければならない。

２ 市町村長は、災害の発生に備え、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保を図るため、
前項の規定による調査について専門的な知識及び経験を有する職員の育成、当該市町村と他の地
方公共団体又は民間の団体との連携の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

基

◼罹災証明書の交付はかねてより、災害対策に関する市町村の自治事務の１つとして実施されて

きた。

◼しかし、東日本大震災では、罹災証明書の交付に長期間を要した結果、被災者支援の実施そ

のものに遅れが生じた例も少なくない。こうしたことから、平成25年の災害対策基本法の改正にお

いて、

①遅滞なく、住家の被害等の状況を調査し、罹災証明書を交付すること

②罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保に平常時から努めること

を市町村長の義務として位置づけた。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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罹災証明書交付体制等に関する防災基本計画での位置づけ

■防災基本計画（令和３年５月 中央防災会議決定）

第２編 各災害に共通する対策編

第１章 災害予防

第３節 国民の防災活動の促進 ２ 防災知識の普及，訓練 (1) 防災知識の普及

○ 国〔内閣府等〕，公共機関，地方公共団体等は，防災週間や防災関連行事等を通じ，住民に対し，災害時のシミュレーション結

果等を示しながらその危険性を周知するとともに，以下の事項について普及啓発を図るものとする。

・家屋が被災した際に，片付けや修理の前に，家屋の内外の写真を撮影するなど，生活の再建に資する行動

第６節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧・復興への備え １１ 災害復旧・復興への備え (3) 罹災証明書の発行体制

の整備

○ 市町村は，災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう，住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局を定め，

住家被害の調査の担当者の育成，他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締結，応援の受入れ体制の構築等を計画

的に進めるなど，罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の整備に努めるものとする。

○ 市町村は，効率的な罹災証明書の交付のため，当該業務を支援するシステムの活用について検討するものとする。

○ 都道府県は，市町村に対し，住家被害の調査の担当者のための研修機会の拡充等により，災害時の住家被害の調査の迅速

化を図るものとする。

また，育成した調査の担当者の名簿への登録，他の都道府県や民間団体との応援協定の締結等により，応援体制の強化を

図るものとする。

※ 「第３編 地震災害対策編」、「第４編 津波災害対策編」、「第５編 風水害対策編」、「第６編 火山災害対策編」、「第７編 雪害対策編」にも同様の記載あり

■共通 ■都道府県 ■市町村

基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

市町村が実施する罹災証明書の交付に必要となる

・業務実施体制の整備 ・都道府県による発災後の速やかな説明会開催 ・被災市町村に対

する体制・資機材支援、調査・判定方法の調整等が位置付けられている。
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罹災証明書交付体制等に関する防災基本計画での位置づけ（続き）

■防災基本計画（令和３年５月 中央防災会議決定）

第２編 各災害に共通する対策編

第３章 災害復旧・復興

第４節 被災者等の生活再建等の支援

○ 都道府県は，発災後速やかに住家被害の調査や罹災証明書の交付に係る事務の市町村向け説明会を実施するとともに，そ

の実施に当たっては，ビデオ会議システムを活用し，各市町村に映像 配信を行うなど，より多くの市町村担当者の参加が可能

となるような工夫をするよう努めるものとする。

○ 都道府県は，災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付について，被害の規模と比較して被災市町村の体

制・資機材のみでは不足すると見込まれる場合には，当該市町村に対し必要な支援を行うとともに，被害が複数の市町村にわ

たる場合には，調査・判定方法にばらつきが生じることのないよう，定期的に，各市町村における課題の共有や対応の検討，

各市町村へのノウハウの提供等を行うこと等により，被災市町村間の調整を図るものとする。

○ 市町村は，災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに，各種の支援措置を早期に実施するため，災害による住家等の被

害の程度の調査や罹災証明書の交付の体制を確立し，遅滞なく，住家等の被害の程度を調査し，被災者に罹災証明書を交付

するものとする。

○ 市町村は，住家等の被害の程度を調査する際，必要に応じて，航空写真，被災者が撮影した住家の写真，応急危険度判定の

判定結果等を活用するなど，適切な手法により実施するものとする。

○ 市町村は，必要に応じて，個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況，配慮を要する事項等を一元的に集約

した被災者台帳を作成し，被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努めるものとする。

※ 「第３編 地震災害対策編」、「第４編 津波災害対策編」、「第５編 風水害対策編」、「第６編 火山災害対策編」、「第７編 雪害対策編」にも同様の記載あり

■共通 ■都道府県 ■市町村

基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

市町村が実施する罹災証明書の交付に必要となる

・業務実施体制の整備 ・都道府県による発災後の速やかな説明会開催 ・被災市町村に対

する体制・資機材支援、調査・判定方法の調整等が位置付けられている。
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罹災証明書交付の対象となる災害の規模

◼対象災害については上記に明示されているものの、災害の規模や被害程度に関する基準につ
いては明確に定められていない。

災害対策基本法（昭和36年法律第223号）

災害全体の規模にかかわらず、市町村区域内の住家等に被害が発生した場
合には、被災者からの申請に応じて被害状況を調査し、交付することが望
ましい。

基

（定義）

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに
よる。

一 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑
りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度に
おいてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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罹災証明書の活用シーン

◼罹災証明書は、各種被災者支援策の適用にあたっての判断材料として、幅広く活用されている。

基

支援形態 支援内容

給付 被災者生活再建支援金
義援金 等

融資 （独）住宅金融支援機構融資
災害援護資金 等

減免・猶予 各種税金、保険料
証明書交付手数料、公共料金 等

現物支給 災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与
被災した住宅の応急修理 等

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

＜参考：被災者支援に関する各種制度（内閣府ＨＰ）＞
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/index.html

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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罹災証明書と被災証明書の違い

◼罹災証明書は、災害による住家の被害程度等を証明するもの。
◼一方、被災証明書は、被災者からの被災の届出を受け、被災した事実を証明するもの。

◼災害弔慰金・災害障害見舞金の支給にあたり、「災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年
法律第82号）」に基づき市町村が定める条例において、申請に係る必要書類に「被災証明書」が
指定されるケースがある。

◼このほか、家屋、車両、家財等に被害が生じた事実のみを証明したり、社会インフラの破壊等に
基づく避難指示により発生する避難者について、避難が必要であることを証明する書面としても、
「被災証明書」等を交付する例がある。

◼近年、NPOや民間事業者等による被災者支援サービスの中には、罹災証明書の提示を求めて

いる場合があり、これらのサービスを利用するため、膨大な量の罹災証明書の交付申請がなされ、
被災市町村に過度な負担がかかるケースがある。

◼対策として、市町村の被害認定調査を伴わない「被災証明書」等で代替できないか、他の手段
（例：サービスの対象となる区域を定め、当該区域内に住所があることの証明を求める等）による
ことができないか等について、要請すること等が考えられる。

参考

基

応

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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罹災証明書と被災証明書の違い

＊参考：罹災証明書と被災証明書の違いに関する広報（長野県白馬村）＊参考：被災証明書の様式例（京都府宇治市）

基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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２．調査マネジメント

【章の内容】
主に被害認定調査全体のマネジメントを行う立場の職員が理解してお
くべき、調査計画の立案の仕方や調査全体の進み方に関する内容につ
いて整理
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住家の被害認定調査の流れ 基

災 害 発 生

【都道府県】住家被害の調査及び罹災証明書交付業務に係る市町村向け説明会

①調査計画の策定

（被災者から申請・依頼があった場合）

発
災
か
ら
１
週
間
程
度

（災
害
規
模
等
に
よ
る
）

発
災
か
ら
１
ヶ
月
程
度

（災
害
規
模
等
に
よ
る
）

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

【市町村】調査方針等の決定、実施体制の確立

②調査体制の構築（人員確保、応援手配） ③資機材の調達
（作業空間、資機材、移動手段）④研修の実施（DVD、講習会テキスト等）

⑥調査班の編成

【市町村】住家の被害認定調査

⑦調査の実施

1)1日の流れの確認

⑤被害認定調査実施に関する広報

2)伝達ミーティング

3)現地調査

4)情報共有ミーティング

5)調査結果の整理

6)翌日への準備
【市町村】罹災証明書の交付

第2次調査又は再調査実施

発災後
速やかに

※発災から１ヶ月以内を目途に初回の
調査を実施し、罹災証明書を交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.31

住家の被害認定調査の流れ 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

災 害 発 生

【都道府県】住家被害の調査及び罹災証明書交付業務に係る市町村向け説明会

①調査計画の策定

（被災者から申請・依頼があった場合）

発
災
か
ら
１
週
間
程
度

（災
害
規
模
等
に
よ
る
）

発
災
か
ら
１
ヶ
月
程
度

（災
害
規
模
等
に
よ
る
）

【市町村】調査方針等の決定、実施体制の確立

②調査体制の構築（人員確保、応援手配）

④研修の実施（DVD、講習会テキスト等）

⑥調査班の編成

【市町村】住家の被害認定調査

⑦調査の実施

1)1日の流れの確認

⑤被害認定調査実施に関する広報

2)伝達ミーティング

3)現地調査

4)情報共有ミーティング

5)調査結果の整理

6)翌日への準備
【市町村】罹災証明書の交付

第2次調査又は再調査実施

発災後
速やかに

※発災から１ヶ月以内を目途に初回の
調査を実施し、罹災証明書を交付

③資機材の調達
（作業空間、資機材、移動手段）

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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①調査計画の策定 基

災 害 発 生被害の情報を集め、その情報をもとに、調査対象、調査地域等調査方針を定め、調査
件数等を想定して、調査計画を立案する。

○調査件数の想定

○被害情報の収集

○調査方針の設定

・災害の規模や被害集中地域等の必要な情報の収集
・災対本部からの情報収集の他、現地調査や航空写真等も活用

①調査対象 ②調査対象地域
③被害区分 ④調査結果の伝達方法
⑤調査手法

詳細後述

○全体スケジュールの確認・調整

・調査対象と調査手法に基づき、調査対象件数を算出

・調査や罹災証明書の交付の遅れにつながるような抜け漏れが
ないように留意。（後述する「調査体制の構築」とも連動）

・過去の災害対応では、災害発生から１ヶ月を目処に調査を行い、
初回の罹災証明書を交付する事例が多くなっている。（災害の
規模等による）

※調査計画策定に当たって、被害認定調査
業務の経験のある地方公共団体に相談
することも有効

○関連情報の収集 ・周辺自治体の調査方針・スケジュール、支援措置等を把握

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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調査計画の策定（調査方針の設定） 基

災 害 発 生
A 調査対象

・調査対象について「非住家を含むか否か」について以下の観点から整理
※内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」は「住家」のみを対象

メリット デメリット

住家
のみ

・ 罹災証明書の交付対象が住家のみで
あるため、非住家を対象とする場合
と比較して調査対象数が少なく、各
種支援制度を速やかに実施すること
ができる。

・ 住家の調査を開始した後、非住家の調
査を開始することとなった場合、非効
率となることが多い。

非住家
含む

・ 非住家に対する支援制度がある場合
や十分な調査体制が確保できる場合
は、効率的に調査をすることができ
る。

・ 住家のみを対象とする場合と比較して
調査対象数が多くなるため、完了まで
に一定の期間を要する。

・ 非住家の証明要望が少ない場合は、住
家と同時に調査すると非効率となるこ
とが多い。

・被害が軽微で「準半壊に至らない（一部損壊）」に該当する物件については、自己
判定方式を採用した調査の簡素化を検討

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基

・被災者が撮影した写真から「準半壊に至らない（一部損壊）」と判定する方法で、以下の手順に基
づいて実施。

・ただし、自己判定方式は申請者が「準半壊に至らない（一部損壊）」の被害であることに合意できる
ことが前提となるため、合意が得られない場合や、撮影した写真だけからでは「準半壊に至らない
（一部損壊）」と判定できない場合には、通常の現地調査を実施する

■自己判定方式の手順 ■自己判定方式の実施に必要な書類
① 自 己 判 定

方 式 実 施
の広報

自己判定方式を実施する場合、被災者に対して自己判
定方式を実施する旨を広報します。その際以下の点を
明らかにしておきます。
－自己判定方式が実施できる条件（準半壊に至らない

（一部損壊）の被害で自ら結果に合意できる など）
－自己判定方式の申請書類等の受付窓口
－自己判定方式による申請受付の開始時期

② 申 請 書 類
等の配布

自己判定方式を実施する被災者に対して、申請書類を
配布します。
－申請に必要な書類等について説明した書類
－申請書類の記載方法や写真の撮影方法等が分かる
書類 等

③ 申 請 の 受
付

罹災証明書に係る窓口等で、申請を受け付けます。申
請を受け付けた後、申請書類の内容を確認し、明らか
に半壊に至らない程度の被害であることが確認でき、
本人の同意が得られれば被害の程度が「準半壊に至ら
ない（一部損壊）」の罹災証明書を交付します。

①申請書類 申請書類は以下の情報が記載できるようにします。そ
の際、罹災証明書等交付申請書の内容も含むようにし
ます。
－申請者の住所・氏名及び被災した住家の所在地
－建物の配置状況
－被害の部位及び箇所

② 被 害 状 況
の わ か る 写
真

－建物の全景（周囲４面、４枚以上）
－表札
－被害を受けた部位について、その内容が明らかにな
るような写真
※あらかじめ写真撮影を広報しておく

③被災した住
家の図面 (あ
れば)

－配置図、平面図、立面図 など

調査計画の策定（調査方針の設定）
A 調査対象

■自己判定方式とは

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

※自己判定方式を実施する場合には、その申請にあたって上記のように写真等の添付書類が必須となるが、実施
しない場合には、同様の添付書類を必須とする必要はない。

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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調査計画の策定（調査方針の設定） 基

災 害 発 生

・調査対象地域について、「当該市町村全域」「一部地域を全棟、その他は申請」「全地域申
請建物のみ」の３つの考え方から整理

メリット デメリット

当該市町村全域
（全棟調査）

大規模地震等では被害が市町村全域に
広がるため、申請を待たずすべての住
家を調査するほうが効率的な場合があ
る。

市域が広い場合、調査棟数が多くなり、
調査に要する期間が長くなる。

一部地域は全棟
+申請建物

水害など、被害地域が小さいエリアに
固まっており移動距離が短い場合や、
申請を待ってから現地調査を行うとよ
り時間を要すると判断される場合、被
害地域内についてはすべての住家を調
査するほうが、効率的な場合がある。

災害によっては全棟調査の範囲が明確
になりにくい。
申請建物の調査は、地理的に近接して
いる順に実施できない可能性があり、
非効率となる可能性がある。

申請建物のみ 被害棟数が多くなければ、調査が必要
とされている家屋のみを調査対象にす
るほうが効率的な場合がある。

申請建物の調査は、地理的に近接して
いる順に実施できない可能性があり、
非効率となる可能性がある。
調査棟数の見積が困難となり、必要な
人員確保の見通しがたてにくい。

B 調査対象地域

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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調査計画の策定 基

・原則として調査時は被災者には判定結果は伝えず、罹災証明書交付時点で伝達する。

・水害の場合の調査手法として、第１次調査から実施するか、第２次調査から実施するかを決
定する。

・水害の第１次調査は、木造・プレハブで戸建ての１～２階建てである場合に実施できるが、津
波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が作用することによる一定以上
の損傷※が発生している場合と、そうでない場合とでは判定の方法が異なることに留意する。

・被害認定基準における被害区分（全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に
至らない（一部損壊））のほか、義援金の配分や地方公共団体の独自制度において「床上浸
水」等という区分を設けている場合などもある。

※外観目視により把握可能な「外壁」及び「建具」（サッシ・ガラス・ドア）の損傷程度が50～100％（程度Ⅲ～Ⅴで、
浸水による損傷を除く）に該当する損傷

C 被害区分

D 調査結果の伝達方法

E 調査手法

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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調査計画の策定 基

※調査票の修正について

・次の３つの条件を満たせば、地方公共団体の判断により、必要に応じて調査票の様式を修正す
ることができる。

（１）運用指針に則った調査・判定が行うことができる。
（２）都道府県が管内市区町村と予め調整し、了解が得られたものである。
（３）調査票に記録する項目として以下の各項目が盛り込まれている。

①所在地
②住家の被害の程度
③判定した住家の範囲

（建物のうち居住の用に供されていると推定される部分）
④外観による判定結果
⑤住家の傾斜
⑥床上浸水の有無（水害の場合のみ）
⑦屋根等の損傷の有無（風害の場合のみ）
⑧各部位の損傷（ⅰ～ⅳの全て。ただし、地震の第１次調査においてはⅱ

～ⅳ、地盤の液状化等の第１次調査においては潜り込み状況とする。）
ⅰ．各部位の損傷状況（図面、写真等で記録）
ⅱ．各部位の損傷程度ごとの損傷面積率等
ⅲ．各部位の損傷率
ⅳ．各部位の損害割合

⑨住家の損害割合

■調査票において記録する項目

※市区町村が調査票の修正を行おうとする
場合には、調査票修正の条件に沿って修
正した調査票を用いて調査を行う前に、
都道府県にその旨連絡する。

※都道府県は、それ以外の管内市区町村
に調査票の修正について照会し、特段の
問題がないことが確認できた場合には、
その旨を修正した調査票により調査を行
おうとしている市区町村に連絡する。

※複数の都道府県に被害が及ぶような大規
模災害の場合には、隣接する都道府県等
とも調整が必要になる場合があることにも
留意すること。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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住家の被害認定調査の流れ 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

災 害 発 生

【都道府県】住家被害の調査及び罹災証明書交付業務に係る市町村向け説明会

①調査計画の策定

（被災者から申請・依頼があった場合）

発
災
か
ら
１
週
間
程
度

（災
害
規
模
等
に
よ
る
）

発
災
か
ら
１
ヶ
月
程
度

（災
害
規
模
等
に
よ
る
）

【市町村】調査方針等の決定、実施体制の確立

②調査体制の構築（人員確保、応援手配）

④研修の実施（DVD、講習会テキスト等）

⑥調査班の編成

【市町村】住家の被害認定調査

⑦調査の実施

1)1日の流れの確認

⑤被害認定調査実施に関する広報

2)伝達ミーティング

3)現地調査

4)情報共有ミーティング

5)調査結果の整理

6)翌日への準備
【市町村】罹災証明書の交付

第2次調査又は再調査実施

発災後
速やかに

※発災から１ヶ月以内を目途に初回の
調査を実施し、罹災証明書を交付

③資機材の調達
（作業空間、資機材、移動手段）

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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A 被害認定調査の体制の設定

調査体制の構築 基

・以下の業務について、災害規模や災害対策本部・被害認定調査担当課の体制・人数に応
じて体制を設定する。また、相談窓口の設置、相談窓口の担当部署等について、検討する。

■全体統括（課長クラス）
・ 災害対策本部との連絡調整
■被害認定調査の指揮・コーディネート（係長クラス）
・ 調査スケジュールの設定
・ 調査地域、調査班、調査員のコーディネート
・ 調査の進捗管理
・ 調査精度の確保（調査票の確認、疑問点等の統一等）
■現地調査
・ 被害認定調査の実施
■調査前後の処理
・ 写真データ整理
・ 調査票の入力
・ 資機材管理・準備（デジタルカメラ等の充電、調査票印刷、調査範囲・調査対象を記載した地図等）
■相談対応
・ 被害認定調査の時期、罹災証明書の交付時期、罹災証明書によって受けることができる支援内容 等

・被害認定調査の主たる担当部署は、税務担当部署としている市町村が多い。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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調査体制の構築 基

■統括者
・ 災害対策本部との連絡調整
■被害認定調査の指揮・コーディネート
・ 調査スケジュールの設定
・ 調査地域、調査班、調査員のコーディネート
・ 調査の進捗管理
・ 調査精度の確保、疑問点等の統一

■リーダー
・ 調査票の確認
・ 現場からの質問等への対応
・ 翌日の調査地図、調査票の準備
■調査班（班長・班員）
・ 被害認定調査の実施
■処理班
・ 写真データ整理
・ 調査票の入力
・ 資機材管理・準備（地図・調査票コピー、デジタルカメラ等の充電等）

調査班
・班長
・班員
計2～3名

リーダー
班長１人に対し
最大10班程度

リーダー

コーディネーター

統括者

災害対策本部

・・・ 処理班

・写真ﾃﾞｰﾀ
整理

・ﾃﾞｼﾞｶﾒ充電

ﾃﾞｰﾀ
入力

調査班
・班長
・班員
計2～3名

調査班
・班長
・班員
計2～3名

調査班
・班長
・班員
計2～3名

・・・

調査班
・班長
・班員
計2～3名

調査班
・班長
・班員
計2～3名

調査班
・班長
・班員
計2～3名

調査班
・班長
・班員
計2～3名

・・・

■体制と業務分担例 災害規模の大きい場合（投入人数が多い場合）

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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B 必要な人員計算と庁内での人員確保

調査体制の構築 基

・１班当たりの人数を設定した上で、想定される調査棟数や調査期間から必要な調査人員を
想定する。

■１班当たりの人数

－２名体制もしくは３
名体制を想定。そ
れぞれの役割分担
は以下の通り。

■必要な班の数

－調査スピード例を
参考に、調査に必
要な班の数を算出

■地 震 木 造 第１次調査 10棟／日・班
地 震 木 造 第２次調査 ５棟／日・班
地 震 非木造 第１次調査 5棟／日・班
地 震 非木造 第２次調査 3棟／日・班

■水 害 木 造 第１次調査 15棟／日・班
水 害 木 造 第２次調査 ５棟／日・班
水 害 非木造 3棟／日・班

■風 害 木 造 ５棟／日・班
非木造 3棟／日・班

※手配人員数を算出するための目安
時間です。

※調査対象家屋間の移動距離によっ
て調査スピードは異なります

・庁内において調査計画の中で設定した調査期間に必要な調査人数を確保できるかを把握

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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C 応援人員の要請と受入

調査体制の構築 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

・庁内のみでは必要な人員を確保できない場合、他の地方公共団体や民間団体等へ応援を
依頼する。

・応援の要請から受入（受援）までの流れは以下の通り。

④応援職員の管理

①応援の要請

③応援職員の受入

・「応援要請業務の内容」「応援要請の人数」「応援要請の期間」
を明らかにして、各団体に応援

⑤応援の終了と精算

・指揮命令系統や引き継ぎの方法などについて定め、管理

・応援が不要となった段階で終了し、費用精算を実施

②応援職員の受入体制の確保
・資機材や業務マニュアル、活動スペースを確保
・宿泊場所や移動手段を確保

・受入手続、情報共有の方法、研修方法等を定めて受入
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C 応援人員の要請と受入

調査体制の構築 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

①応援の要請

【応援要請の手続き】

○具体的な応援要請の手続きは、庁内全体として、事前に「受援計画」などで定めておき、そ
れに基づいて実施。

＞通常は、被害認定調査を担当する部署から、危機管理や人事等庁内全体の応援要請
の窓口となっている部署に、必要な人員等の情報を伝達し、庁内全体の窓口となって
いる部署が意思決定者の承認のもと、地方公共団体や民間団体に要請する。

○地方公共団体に応援要請する場合には、以下のような例がある。
－総務省の「応急対策職員派遣制度」の活用等による都道府県への応援要請
－都道府県内における相互応援協定に基づく応援要請
－独自に締結している協定に基づく応援協定

○民間団体の場合、過去には建築士、土地家屋調査士、不動産鑑定士等の専門家などの例
がみられる。その際、費用負担や調査時のけが等に対する保険について、明確にする。

【応援要請の留意点】

○調査のための人材だけではなく、マネジメントが難しい場合には、マネジメント支援に対する
応援を要請する。その際、「躊躇なく」「速やかに」要請することが重要。
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C 応援人員の要請と受入

調査体制の構築 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

①応援の要請（続き）

【応援要請の際に明確にすべきこと】
○人員数

－必要と思われる人員数は躊躇なく要請する。（人員不足により対応が遅れることは、被災
者に対し大きな影響を及ぼすため）

○希望する職種

－被害認定調査の場合、過去の災害事例では、「被害認定調査の経験があること」や「税
務・建築系の職員」など具体的な内容や職種を提示したことにより、調査が円滑に進んだ
例がある。

○希望する従事期間

－災害の規模や種類、応援職員への業務説明や研修等の準備期間を踏まえ、適切な期間
を要請する必要がある。

－従事期間を数日程度の短期間とした場合、受入自治体の負担増加や応援職員が頻繁に
交代することによる調査の質の担保などの課題が生じることが考えられるため、応援職員
１人当たりの期間を一定程度確保できるよう、応援元団体と調整を実施することが肝要。

○依頼する業務内容

－現地調査の他、マネジメントや調査結果の取りまとめなど、具体的な業務内容・範囲を明
確にする。
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C 応援人員の要請と受入

調査体制の構築 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

②応援職員の受入体制の確保

○応援職員の要請とともに、受入準備を実施（原則災害発生前に実施しておくこと）

【受入準備として実施するべきこと】
○応援職員等の執務スペース

－応援職員の集合、調査に行く前の調査票・地図等の準備、調査終了後の調査票の取りま
とめ等を行うための場所が必要となるため、空き会議室や空きスペースなどを活用して用意

○資機材
－下げ振りやコンベックスなど班単位で利用するものは受援側で用意
－ヘルメットなどの個人装備の物は応援団体側に持参を要請

○各種マニュアル

－発災後に用意する場合は、調査上の留意事項や調査のとりまとめの具体的な方法（入力
方法や写真の保管方法）などを簡潔に整理

○移動手段
－公用車を利用し、不足する場合は、レンタカーや応援職員が持参した車両を活用

○宿泊場所
－原則、応援団体側に確保を依頼
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C 応援人員の要請と受入

調査体制の構築 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

③応援職員の受入

○職員受付時には、所定のマニュアルに従って手続きを行う
－通常、受付を行い、団体名や氏名・活動期間・宿泊場所・移動手段などについて把握

○最初の打ち合わせにおいて被災地の状況や応援職員に依頼する業務内容を伝達
－マネジメントに関する職員には、被災状況、現段階の方針やスケジュール想定などを伝達

－調査に関する職員については、調査上の留意点、執務場所、休憩場所、資機材の保管場
所、一日のスケジュールなどを説明。必要に応じて調査の基礎に関する研修等も実施

④応援職員の管理

○指揮命令系統を明確にし、管理を適切に実施

－調査班の編制、調査対象エリアの割り当て、調査上の留意点の共有（ミーティングの実施）、
安全管理等

○調査の進捗状況により必要に応じて新たに応援を要請
○応援職員の交代がある場合、引き継ぎを実施（原則応援団体に依頼する）
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C 応援人員の要請と受入

調査体制の構築 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

⑤応援の終了と精算

○被害認定調査が終了、もしくは自らの団体内の職員のみで対応可能な状態となるなど受援
の必要がなくなる見込みとなった場合には、応援側の団体と調整を行い受援終了の判断を
行う。

○受援が終了した場合には庁内全体の窓口となっている部署にその旨連絡し、その後当該担
当部署において、必要に応じて経費精算の手続きを行う。

－災害を受けた地方公共団体の要請等により行った被災地域の応援等に要した経費ついて
は、特別交付税の算定対象となる。
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住家の被害認定調査の流れ 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

災 害 発 生

【都道府県】住家被害の調査及び罹災証明書交付業務に係る市町村向け説明会

①調査計画の策定

（被災者から申請・依頼があった場合）

発
災
か
ら
１
週
間
程
度

（災
害
規
模
等
に
よ
る
）

発
災
か
ら
１
ヶ
月
程
度

（災
害
規
模
等
に
よ
る
）

【市町村】調査方針等の決定、実施体制の確立

②調査体制の構築（人員確保、応援手配）

④研修の実施（DVD、講習会テキスト等）

⑥調査班の編成

【市町村】住家の被害認定調査

⑦調査の実施

1)1日の流れの確認

⑤被害認定調査実施に関する広報

2)伝達ミーティング

3)現地調査

4)情報共有ミーティング

5)調査結果の整理

6)翌日への準備
【市町村】罹災証明書の交付

第2次調査又は再調査実施

発災後
速やかに

※発災から１ヶ月以内を目途に初回の
調査を実施し、罹災証明書を交付

③資機材の調達
（作業空間、資機材、移動手段）

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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A 空間の確保

資機材の調達 基

・被害認定調査を推進するための空間として、a)コーディネーターの作業スペース、b)調査員
の作業スペース、c）ミーティングスペースを確保する。

（内閣府「大規模災害時における住家被害認定業務の実施体制整備のあり方について－事例と例示－」）

＊参考：調査員の作業スペースの例

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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資機材の調達 基

・調査資機材等を確保す
る（「★」印は必携品）

種別 品目 留意事項

携行品 地図、住宅地図 ★ ・住宅建物の配置が記載されている地図が望ましい

携帯電話・無線 ★ ・コーディネーターと調査班との連絡手段

調査員証、腕章（又はベスト） ★ －

内閣府「損傷程度の例示」 －

内閣府「運用指針」 －

罹災証明書の申請書類 －

不在票 －

調査資機材 調査票 ★ ・雨天時には予備を準備するとよい

筆記用具・バインダー ★ ・雨天時等の場合も想定し、調査票を覆うことのできる透明なビニー
ル袋を用意するとよい

画板（クリップボード） ・立った状態での調査票記入作業を想定する

デジタルカメラ（予備電池、メ
モリーカード）

★ ・カメラを同一機種で揃えると、カメラを扱う調査員が操作やデータ
処理になれやすいほか、予備電池（充電池）の互換性が確保できる

・防水仕様のものとすれば、雨天時等の場合も使用できる

調査済証 ・異なる班による調査の重複を避けられる

下げ振り
（又はスマートフォン）

★ ・傾斜測定用として使用

水平器 －

ピンポール（赤白ポール） ・水害の場合

メジャー ★ ・基礎長・基礎被害長の計測、浸水深の計測等

装備品 ヘルメット －

手袋（軍手） ・手を防護する

安全靴 ・天候や気候等により長靴・雪靴等の使い分けを判断する

スリッパ（室内用） ・内部立ち入りの際はあるとよい

防塵メガネ ・土埃等の多い環境での調査時にはあると便利

懐中電灯 ・内部立ち入り時や悪天候時、日没間近の作業時にはあった方がよい

雨具 －

マスク ・倒壊した家屋、土砂等により大量の砂塵等がある

電卓 ★ ・損害割合を計算する場合に必要

防災服又は作業服 －

B 資機材の確保

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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資機材の調達 基

災 害 発 生

雨天時の調査装備の例 傾斜の測定

画板の上から透明なビニール袋をかぶせ肘まで
覆って調査することにより、調査票が濡れることを防
いだ（新潟県小千谷市）。

下げ振りの例

スマートフォンの例

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

B 資機材の確保

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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③資機材の調達
（作業空間、資機材、移動手段）

住家の被害認定調査の流れ 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

災 害 発 生

【都道府県】住家被害の調査及び罹災証明書交付業務に係る市町村向け説明会

①調査計画の策定

（被災者から申請・依頼があった場合）

発
災
か
ら
１
週
間
程
度

（災
害
規
模
等
に
よ
る
）

発
災
か
ら
１
ヶ
月
程
度

（災
害
規
模
等
に
よ
る
）

【市町村】調査方針等の決定、実施体制の確立

②調査体制の構築（人員確保、応援手配）

④研修の実施（DVD、講習会テキスト等）

⑥調査班の編成

【市町村】住家の被害認定調査

⑦調査の実施

1)1日の流れの確認

⑤被害認定調査実施に関する広報

2)伝達ミーティング

3)現地調査

4)情報共有ミーティング

5)調査結果の整理

6)翌日への準備
【市町村】罹災証明書の交付

第2次調査又は再調査実施

発災後
速やかに

※発災から１ヶ月以内を目途に初回の
調査を実施し、罹災証明書を交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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研修の実施

■研修内容の決定
・調査員に理解してもらうべき内容や項目について検討する。

ｰ被害認定調査の位置づけ・重要性
ｰ調査方法の説明や写真撮影のルール
ｰ調査にあたっての心構え
ｰ罹災証明書、当該地方公共団体で講じられる被災者支援策
ｰ住民対応の方針やルール
ｰその他

■研修の実施
・研修は被害認定調査の経験者等により実施し、可能な
限り応援職員を含む全職員を対象として実施する。特に
応援職員に対しては、職員が入れ替わる際に当該職員
に対して研修を行うことが必要（研修について引き継ぎ
事項として応援自治体に依頼したケースもある）

・研修は、内閣府作成のテキストや映像資料等を活用して
実施する。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

【映像資料】

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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住家の被害認定調査の流れ 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

③資機材の調達
（作業空間、資機材、移動手段）

災 害 発 生

【都道府県】住家被害の調査及び罹災証明書交付業務に係る市町村向け説明会

①調査計画の策定

（被災者から申請・依頼があった場合）

発
災
か
ら
１
週
間
程
度

（災
害
規
模
等
に
よ
る
）

発
災
か
ら
１
ヶ
月
程
度

（災
害
規
模
等
に
よ
る
）

【市町村】調査方針等の決定、実施体制の確立

②調査体制の構築（人員確保、応援手配）

④研修の実施（DVD、講習会テキスト等）

⑥調査班の編成

【市町村】住家の被害認定調査

⑦調査の実施

1)1日の流れの確認

⑤被害認定調査実施に関する広報

2)伝達ミーティング

3)現地調査

4)情報共有ミーティング

5)調査結果の整理

6)翌日への準備
【市町村】罹災証明書の交付

第2次調査又は再調査実施

発災後
速やかに

※発災から１ヶ月以内を目途に初回の
調査を実施し、罹災証明書を交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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被害認定調査実施に関する広報 基

災 害 発 生

■支援制度や罹災証明書交付スケジュール等に関する広報
・罹災証明書交付スケジュール、相談窓口に関する広報を行う。

・被害認定調査実施後に罹災証明書が交付されること、申請時に被害認定調査の判定結
果が必要になる支援施策があることを広報する。

■マスコミ対応
・マスコミに対して被害認定調査の概要、罹災証明書の交付、相談窓口（相談対応）等につ
いて説明する。

・誤った報道や、現場担当者が知る前に新たな支援策に関する情報が報道されるなど、被
災者と行政との信頼関係を損なうような事態がないように留意する。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

■被害認定調査実施に関する広報
・応急危険度判定や損害保険・共済による損害調査との違いや、罹災証明書に記載される
住家被害等の調査結果は、被災者から市町村に住家被害等の第２次調査や再調査を依
頼することが可能であることを周知する。

・建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片づけ等をしてしまうと調査ができない
ため、可能な限り被災者が被害状況について写真撮影を実施し、保存しておくよう周知徹
底する。（「住家の被害認定調査における写真撮影に係る留意事項について」（令和２年７
月５日事務連絡内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（被災者生活再建担当）参照。）
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被害認定調査実施に関する広報 基

災 害 発 生

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

写真記録に係る広報のイメージ
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住家の被害認定調査の流れ 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

③資機材の調達
（作業空間、資機材、移動手段）

災 害 発 生

【都道府県】住家被害の調査及び罹災証明書交付業務に係る市町村向け説明会

①調査計画の策定

（被災者から申請・依頼があった場合）

発
災
か
ら
１
週
間
程
度

（災
害
規
模
等
に
よ
る
）

発
災
か
ら
１
ヶ
月
程
度

（災
害
規
模
等
に
よ
る
）

【市町村】調査方針等の決定、実施体制の確立

②調査体制の構築（人員確保、応援手配）

④研修の実施（DVD、講習会テキスト等）

⑥調査班の編成

【市町村】住家の被害認定調査

⑦調査の実施

1)1日の流れの確認

⑤被害認定調査実施に関する広報

2)伝達ミーティング

3)現地調査

4)情報共有ミーティング

5)調査結果の整理

6)翌日への準備
【市町村】罹災証明書の交付

第2次調査又は再調査実施

発災後
速やかに

※発災から１ヶ月以内を目途に初回の
調査を実施し、罹災証明書を交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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調査班の編成 基

災 害 発 生・確保が想定される人材の属性等を考慮し、調査班を編成する。

メリット デメリット
当該地方公共

団体職員と他

市町村職員

・ 被災地方公共団体職員の方が地域の地理に

明るく、調査対象の特定や調査地までの移

動がスムーズに行えることが多い。また、

調査班に被災地方公共団体職員がいること

は、住民に対する信頼感につながる。

・ 他市町村職員が、過去に異なる調査方法で

実施しているケースもあるほか、住民対応

等、個別の災害で決定する事項もあるため、

最初に研修を受講してもらうことが必要で

ある。
被害認定調査

の経験者と未

経験者

・ 被害認定調査の経験者は、被害認定調査の

概要等を理解しているため、調査をスムー

ズに実施できる。主体的に判断を行ったり、

未経験者への指導や過去の経験から調査を

効率的に行うための助言等を受けることも

可能である。

・ 被害認定調査の経験者が、異なる調査方法

で実施しているケースもあるほか、住民対

応等、個別の災害で決定する事項もあるた

め、最初に研修を受講してもらうことが必

要である。

建築等に関連

する知識の有

無（建築関係、

税関係部署と

その他部署）

・ 被害程度の判定や被害箇所を探す際に、建

築に関する専門的知識がある場合、理解が

早い。また、損傷等の判断に際して、他の

部署の人より主体的に行いやすいと考えら

れる。

・ 建築等に関連する知識のある部署の人数が

限られており、大量の調査を行う場合には

人員確保が困難になる場合がある。

当該災害にお

ける被害認定

調査の経験者

と未経験者

・ 経験者を配置することで、一定の調査の質

を確保することができる。また、常に人材

を入れ替えることができるため、調査員の

確保等の面でもメリットがある。

・ 調査２日目以降について、できるだけ当該

災害における被害認定調査未経験者のみで

構成される班がないように配慮する必要が

あり、人員確保の制約となる場合もある。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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③資機材の調達
（作業空間、資機材、移動手段）

住家の被害認定調査の流れ 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

災 害 発 生

【都道府県】住家被害の調査及び罹災証明書交付業務に係る市町村向け説明会

①調査計画の策定

（被災者から申請・依頼があった場合）

発
災
か
ら
１
週
間
程
度

（災
害
規
模
等
に
よ
る
）

発
災
か
ら
１
ヶ
月
程
度

（災
害
規
模
等
に
よ
る
）

【市町村】調査方針等の決定、実施体制の確立

②調査体制の構築（人員確保、応援手配）

④研修の実施（DVD、講習会テキスト等）

⑥調査班の編成

【市町村】住家の被害認定調査

⑦調査の実施

1)1日の流れの確認

⑤被害認定調査実施に関する広報

2)伝達ミーティング

3)現地調査

4)情報共有ミーティング

5)調査結果の整理

6)翌日への準備
【市町村】罹災証明書の交付

第2次調査又は再調査実施

発災後
速やかに

※発災から１ヶ月以内を目途に初回の
調査を実施し、罹災証明書を交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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調査の実施 基

災 害 発 生

④情報共有ミーティング

⑤調査結果の整理

⑥翌日への準備

①１日の流れの確認

・被害認定調査の実施のフローは以下の通り

・「伝達ミーティングの開始時間」「調査の開始・終了時間」「情報共有ミーティ
ングの開始・終了時間」の１日の流れ・スケジュールを確認する

②伝達ミーティング

調査対象の確認⇒写真の撮影⇒調査の実施、調査票への結果の記入
⇒調査済証の貼付⇒調査に伴う住民対応の実施⇒調査結果のチェック・報告

・当日の調査範囲、班割、留意事項の伝達等を行う

③現地調査

一日の調査結果をもとに調査実施上の問題点、判断に困った事例等について、
情報共有を行い、対応方針を決定し、その内容を公開して調査員全員で情報
共有を行う

デジタルカメラの写真データをパソコン取り込み、罹災証明書交付時等に参照
する場合があるので、すぐに取り出せるよう管理する
調査票についても、整理し内容について入力する

調査票について、調査日・住所等などについてあらかじめ記入しておく
デジタルカメラについて充電等利用できる状態にしておく
翌日の調査対象に該当する地図をコピーしておく

詳細後述

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.61

③現地調査の詳細 基

災 害 発 生

■地図情報との照合
－調査対象を示した地図と、調査を行う建物の所在地情報を照合し、地図にない場合などに

は現況に合わせて修正・記録を行う

■聞き取り調査
－聞き取り調査により、居住者、所有者の情報、必要な建物情報を把握する。その際、聞き

取り相手の住所、氏名、連絡先、調査建物との関係を確認するほか、聴取場所等や相手
の健康状態等にも配慮し、聞き取り調査が不可能と判断される場合は無理をしないように
する。

■調査対象範囲の確定
－住宅兼店舗の場合や、離れと母屋がある場合などに、「住宅」として一棟とする範囲を確定

する

■調査対象範囲の記録
－必要に応じて調査対象としなかった建物についても居住実態とあわせて記載しておく

■内部立入調査における申請者不在時の対応
－不在票を貼り、調査で訪問したことが住民にわかるようにした上で、再度日程を調整する

A 調査対象の確認

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基

・写真は、再調査依頼の際などにも利用する重要な資料となるため、以下を参考にあらかじめ
撮影手順を定め、調査票とあわせて適切に整理できるようにする。

撮影
順序

撮影
項目

備考 写真のイメージ

１枚目 調査票
番号

・データ整理のために重要であるため、調査を開始する前に忘
れずに調査番号が読めるよう撮影してください。

２～5
枚目

建物
全景

・調査した建物の確認に利用します。全景写真は可能な限り周
囲４面（４枚以上）を撮影してください。

・全景が撮影できない場合、できるだけ調査票に記載した道路
と建物の関係や調査対象とした範囲等がわかるよう撮影して
ください。複数枚となっても構いません。

・地盤被害による場合を含め、「一見して全壊」と判定をした
場合は、その要件に合致することがわかる写真を適切に撮影
してください。

B 写真の撮影

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

③現地調査の詳細
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基

撮影
順序

撮影
項目

備考 写真のイメージ

6・7
枚目

浸水深 ・浸水深がわかるよう、どこまで水に浸かったかを居住者や調
査員が指し示し、メジャーをあてて撮影してください。メ
ジャーは垂直になっているよう留意してください。

・メジャー全体を写した遠景と目盛りが読み取れる近景の2枚
を撮影します。

・第１次調査の場合、外力が作用することによる一定以上の損
傷が発生していると判断した場合には、その内容が分かる写
真も別途撮影してください

8～11
枚目

傾斜角
の撮影

・第２次調査の場合、建物の傾斜角について、建物４隅の測定
結果について撮影してください。

・傾斜角の測定については、下げ振り等による測定のほか、ス
マートフォンのアプリケーション等を利用した測定の結果を
撮影します。

 

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

③現地調査の詳細
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基

撮影
順序

撮影
項目

備考 写真のイメージ

12枚
目以降

被害
箇所

・第２次調査（木造・プレハブ）の場合は、外壁、屋根、基礎
を撮影した後、内部に立ち入って内壁、天井、床、建具、設
備について撮影を行います。

・いずれの場合も、被害箇所の面積割合が分かるように、まず
被害箇所も含む見切り範囲を撮影した後、被害程度が分かる
ような被害箇所のクローズアップ写真を撮影

【撮影上の留意点】
・基礎被害等は適宜メジャーをあてて撮影する等、後で被害程
度が確認できようにしてください。

・指さし確認も後で写真を見たときに何を撮影しているのかを
理解する上で有効です。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

③現地調査の詳細
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基

災 害 発 生

・外観目視調査や内部立入調査により、損傷の程度を把握し、調査結果を調査票へ記入する
⇒「3．調査・判定方法」「4．調査票の記入方法」を参考

・なお、豪雨等により、調査員に危険が及ぶ恐れがある場合には、安全確保を優先し、調査中
止の判断する。

・調査済証がある場合には、調査を
終了した建物に貼り付け等をする。

 

・住民から質問等があれば対応する。
⇒「5．調査上の留意点」を参考

C 調査の実施、調査票への結果の記入

D 調査済証の貼付

E 調査に伴う住民対応の実施

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

③現地調査の詳細



p.66

調査結果の管理

・住家被害認定調査後に発生する大量の調査票及び調査写真は、即座に取り出せ
るよう検索可能な状態で管理することが必要。

調査票の集計・管理の方法としては以下の方法があり、調査対象数や予算規模
等を勘案して適切に管理する。

・なお、調査時に撮影した写真についても、調査日別・調査家屋別にフォルダを作成
するなどにより管理する。

管理方法 特徴

紙の調査票を参照しながら、罹災証
明書を交付する。

一時的には手間がかからないが、支援施策実施の
フェーズに移行した際、各課・主体によるサービス実施
の整合性の確保が難しい。被災者の数が多いと対応
が困難。

調査票のデジタルデータ化のための
職員を配置し、入力作業を行う。

データ入力のために大量の職員数と時間を要する。入
力時の人的ミス等のチェックや、正確なデータベースを
作ることに時間がかかる。

調査票のデジタルデータ化を外部機
関へ委託する。

費用とデータ作成の精度とのバランスを考える必要が
ある。

専用システムを導入する。 調査票と調査写真の関連付けや調査番号の付番等の
作業負担が軽減できるが、事前にシステムを構築して
おく必要がある。費用とのバランスを考える必要がある。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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調査の品質管理

・被害規模が大きい場合、調査票や調査写真の確認担当者を選任するなどにより、
調査票の記載漏れ計算誤り、調査写真の不備などがないかについて確認し、調査
の品質管理を行う。

・これらの品質管理は日々実施し、不備が見受けられた場合には翌日のミーティング
の中で全員に伝達する。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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調査全体の管理

・被害認定調査の調査計画策定後、調査を実施しながら、コーディネーターは日々以
下のような業務を行いながら、調査全体の進行管理を行う。

■調査地域のコーディネート

・調査班ごとのスピードや調査人数の増減、新たに判明した被害状況、調査の進行状況を
踏まえて、調査地域を設定。

■班編制のコーディネート

・確保できた人数や経験の有無等に基づいて班を編制。その際、調査員の健康状態や
ローテーション管理にも配慮。

■調査員への研修の対応
・応援職員など交代要員が発生した場合には改めて研修を実施

■調査員への問い合せ対応
・調査員が判断に迷う場面において相談対応を行う。

■調査結果のチェック

■調査結果の管理環境の改善

■翌日の調査準備

■調査先への連絡・調整

■情報共有
・調査方法等を改善した場合には調査員に情報を共有する

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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３．調査・判定方法

【章の内容】
具体的な建物の調査・判定の方法について記載。実際の調査を行う場
合にはおおよその概略だけを理解し、詳細は「４．調査票の記入方
法」を確認する。
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基住家の被害認定の方法

「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」による住家の被害認定

＝住家の損害割合を算出し、損害割合に応じて、下表により被害の程
度を認定すること

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

全壊
大規模

半壊

中規模

半壊
半壊 準半壊

準半壊に
至らない
（一部損
壊）

住家の損害割合
（住家の主要な構成要素の経済

的被害の住家全体に占める損害

割合）

５０％ 以上
４０％ 以上

５０％ 未満

３０％ 以上

４０％ 未満

２０％ 以上

３０％ 未満

１０％ 以上

２０％ 未満
１０％ 未満

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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住家の損害割合＝部位毎に算出した損害割合（部位別損害割合）の合計

住家の損害割合 ＝
屋根の

損害割合
＋

柱の
損害割合

＋・・・＋
設備の

損害割合

（例） ２１％ ＝ ５％ ＋ １０％ ＋ ６％

＜部位別損害割合の算定＞

部位別損害割合 ＝ 部位の損傷率 × 部位別構成比＊

＊ 部位別構成比：一般的な住家を想定し、各部位にかかる施工価格等を参考に設
定した構成比（柱：１５％、床、基礎、設備：各１０％ 等）

住家の損害割合の算出方法 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.72

住家の損害割合の算出を簡便にする方法として、以下の方法もある（詳細
後述）

■外観による判定方法（地震や水害における一次調査）

個別の部位の損害を判定するのではなく、外観から判断できる部位だけで簡略に判定す
る方法。

【外観から判断できる部位だけで判定される例】

• 地震の場合、屋根及び基礎以外の部位については、「壁（外壁）」として判定。

• 水害の場合、浸水深で判定（木造・プレハブ戸建ての１～２階建てである場合に限る）

基住家の損害割合の算出方法

■例外的な判定方法
【損害割合50％以上と判定される例】

• 一見して住家全部が倒壊

• 一見して住家の一部の階が全部倒壊

• 基礎のいずれかの辺が全部破壊、基盤直下の地盤が流出・陥没

• 外壁又は柱の傾斜が１／２０以上

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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災害 想定している住家被害

地震 ・地震力が作用することによる住家の損傷
・地震に伴う液状化等の地盤被害による住家の損傷

水害 ・浸水することによる住家の機能損失等の損傷
・水流等の外力が作用することによる住家の損傷
・水害に伴う宅地の流出等の地盤被害による住家の損傷

風害 ・風圧力が作用することによる住家の損傷
・暴風に伴う飛来物の衝突による住家の損傷
・損傷した箇所から雨が降り込むこと等による住家の機能
損失等の損傷

基災害の種類と想定している住家被害

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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地震による住家被害の例

・地震力が作用することによる住家の損傷

・地震に伴う液状化等の地盤被害による住家の損傷

基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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・浸水することによる住家の機能損失等の損傷

・水流等の外力が作用することによる住家の損傷

・水害に伴う宅地の流出等の地盤被害による

住家の損傷

水害による住家被害の例 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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・風圧力が作用することによる住家の損傷

・暴風に伴う飛来物の衝突による住家の損傷

・損傷した箇所から雨が降り込むこと等による

住家の機能損失等の損傷

風害による住家被害の例 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基災害の種類と想定している住家被害（参考）

【その他の災害の場合】

○火山災害の場合
・損壊・焼失・流失等している場合

⇒損壊基準判定により、部位別構成比に関係なく、損壊、焼失もしくは流失
した部分の床面積が、その住家の延べ床面積に占める割合で判定

・土石や泥流の流入による柱や基礎の被害と併せて浸水被害を伴う場合等
⇒浸水と外力による損傷の調査判定方法を示した「水害編」参照

・土石や泥流の流入による柱や基礎の被害で、浸水被害を伴わない場合
⇒外力による損傷の調査判定方法を示した「地震編」参照

・小規模の噴石による突き刺さり、貫通痕等の被害である場合
⇒「風害編」参照

○その他の災害の場合

⇒豪雪、高潮、地すべり、山崩れ、がけ崩れ、土地隆起、土地沈降、土石流
等）による住家被害についても、以上の考え方に準じ執り行う

⇒なお、地震編・水害編・風害編それぞれに基づき判定結果の１ポイントは
同じ１ポイントであるので、部位毎に組み合わせることが可能
但し、重複がないよう判定方法に留意

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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【災害に係る住家の被害認定基準運用指針】における

調査対象は以下の２種類

■木造・プレハブ（※）

・在来工法（軸組工法）による木造住宅

・枠組壁工法による住宅

・木質系プレハブ住宅

・鉄骨系プレハブ住宅

■非木造

・鉄骨造

・鉄筋コンクリート造

調査対象（住家）の種類 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

※ プレハブ：主要構造物に工業生産による規格
化された部材を用い、組立工法等
簡易な施工方法で建設するもの。

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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全壊
（損害割合50%以上）

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊
③一見して住家全部が流失
④基礎のいずれかの辺が全部破壊し基礎直下の地盤が流出・陥没

いずれにも該当しない

（２）浸水深による判定

いずれかに該当

50％以上

40％以上50%未満

20％以上30%未満

10％未満

全壊

大規模半壊

半壊

準半壊に至らない
（一部損壊）

住家流失又は床上1.8m以上の浸水

床上1m以上1.8m未満の浸水

床上0.5m未満の浸水

床下浸水＊2

水害による住家被害調査・判定フロー一覧 基木造・プレハブ

戸建ての１～２階建てで、津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外
力が作用することによる一定以上の損傷が発生している場合 ＊1

【第１次調査Ａ】

※浸水深は最も浅い部分で測定する。 ＊1外観目視により把握可能な「外壁」及び「建具」（サッシ・ガラス・ドア）の損傷程度が 50～100％

（程度Ⅲ～Ⅴで、浸水による損傷を除く。）に該当する損傷が、外壁及び建具（サッシ・ガラス・ドア）
にそれぞれ１箇所以上発生している場合

＊2水害に加え、風害等による複合的な災害による被害が発生している場合等には、第２次調査から
開始する。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

30％以上40%未満 中規模半壊床上0.5m以上1m未満の浸水
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水害による住家被害調査・判定フロー一覧 基木造・プレハブ

第１次調査Ａを実施した住家の被災者から申請があった場合【第２次調査Ａ】

全壊
（損害割合50%以上）

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊
③一見して住家全部が流失
④基礎のいずれかの辺が全部破壊し基礎直下の地盤が流出・陥没

（２）傾斜による判定

外壁又は柱の傾斜が1/20以上

住家の損害割合

50％以上

いずれにも該当しない

該当しない（３）部位による判定

柱(又は耐力壁）又は基礎の損傷率が75％以上

該当しない

各部位の損傷程度等（及び傾斜）か
ら住家の損害割合を算定する。

全壊

いずれかに該当

該当

該当該当

【被災者から再調査の依頼があった場合の対応】 被災者から再調査の依頼があった場合

被災者の依頼の内容を精査した上で、必要に応じて再調査を実施

20％以上30%未満

10％以上20％未満

半壊

準半壊

準半壊に至らない
（一部損壊）

10％未満

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

40％以上50％未満 大規模半壊

30％以上40％未満 中規模半壊
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水害による住家被害調査・判定フロー一覧 基木造・プレハブ

【第１次調査Ｂ】

戸建ての１～２階建てで、津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外
力が作用することによる一定以上の損傷が発生していない場合 ＊1

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊
③一見して住家全部が流失
④基礎のいずれかの辺が全部破壊し基礎直下の地盤が流出・陥没

いずれにも該当しない

（２）浸水深による判定

いずれかに該当

床下浸水＊2
10％未満

該当

全壊
（損害割合50%以上）

＊1外観目視により把握可能な「外壁」及び「建具」（サッシ・ガラス・ドア）の損傷程度が 50～100％

（程度Ⅲ～Ⅴで、浸水による損傷を除く。）に該当する損傷が、外壁に１箇所も発生していない、
又は建具（サッシ・ガラス・ドア）に１箇所も発生していない場合

＊2水害に加え、風害等による複合的な災害による被害が発生している場合等には、第２次調査
から開始する。

※浸水深は最も深い部分で測定する。

準半壊に至らない
（一部損壊）

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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水害による住家被害調査・判定フロー一覧 基木造・プレハブ

【第２次調査Ｂ】第１次調査Ｂの（１）（２）いずれにも該当しない場合又は住家の被災者から申請があった場合

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

全壊
（損害割合50%以上）

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊
③一見して住家全部が流失
④基礎のいずれかの辺が全部破壊し基礎直下の地盤が流出・陥没

（２）傾斜による判定

外壁又は柱の傾斜が1/20以上

住家の損害割合

50％以上

いずれにも該当しない

該当しない（３）部位による判定

柱(又は耐力壁）又は基礎の損傷率が75％以上

該当しない

各部位の損傷程度等（及び傾斜）か
ら住家の損害割合を算定する。

全壊

いずれかに該当

該当

該当該当

【被災者から再調査の依頼があった場合の対応】 被災者から再調査の依頼があった場合

被災者の依頼の内容を精査した上で、必要に応じて再調査を実施

20％以上30%未満

10％以上20％未満

半壊

準半壊

準半壊に至らない
（一部損壊）

10％未満

40％以上50％未満 大規模半壊

30％以上40％未満 中規模半壊
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水害による住家被害調査・判定フロー一覧 基木造・プレハブ

【調査（第２次調査Ａと同様）】戸建ての１～２階建てでない場合

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

全壊
（損害割合50%以上）

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊
③一見して住家全部が流失
④基礎のいずれかの辺が全部破壊し基礎直下の地盤が流出・陥没

（２）傾斜による判定

外壁又は柱の傾斜が1/20以上

住家の損害割合

50％以上

いずれにも該当しない

該当しない（３）部位による判定

柱(又は耐力壁）又は基礎の損傷率が75％以上

該当しない

各部位の損傷程度等（及び傾斜）か
ら住家の損害割合を算定する。

全壊

いずれかに該当

該当

該当該当

【被災者から再調査の依頼があった場合の対応】 被災者から再調査の依頼があった場合

被災者の依頼の内容を精査した上で、必要に応じて再調査を実施

20％以上30%未満

10％以上20％未満

半壊

準半壊

準半壊に至らない
（一部損壊）

10％未満

40％以上50％未満 大規模半壊

30％以上40％未満 中規模半壊
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全壊
（損害割合50%以上）

水害による住家被害調査・判定フロー一覧 基非木造

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊

（２）傾斜による判定

①外壁又は柱の傾斜が1/30以上
②（基礎ぐいを用いる住家について、）外壁又は柱の傾斜が1/60

以上かつ最大沈下量又は最大露出量が30ｃｍ以上

いずれにも該当しない

いずれかに該当

該当

全壊

準半壊

大規模半壊

半壊

住家の損害割合

50％以上

40％以上50%未満

20％以上30%未満

10％以上20％未満

（３）部位による判定

柱（又は耐力壁）又は梁の損傷率が75％以上

該当しない

各部位の損傷程度等（及び傾斜）から
住家の損害割合を算定する。

該当

該当しない

【被災者から再調査の依頼があった場合の対応】 被災者から再調査の依頼があった場合

被災者の依頼の内容を精査した上で、必要に応じて再調査を実施

10％未満

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

準半壊に至らない
（一部損壊）

【調査】

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

該当

中規模半壊30％以上40%未満



p.85

水害による住家被害調査・判定フロー一覧 基木造・プレハブ

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

戸建ての１～２階建てで、津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が作

用することによる一定以上の損傷が発生している場合＊1

外観目視により把握可能な「外壁」及び「建具（サッシ・ガラス・ドア）」の損傷程度が50％以上

（50～100％）（程度Ⅲ～Ⅴで浸水による損傷を除く）に該当する損傷が、それぞれ一箇所

以上発生している場合

外壁に「仕上材が脱落し下地材に

破損が生じている（程度Ⅴ）」の

被害がみられる

建具に「アルミサッシの可動部が全

損しており、枠の一部に変形がみ

られる（程度Ⅳ）」の被害がみら

れる

【外力が作用することによる一定以上の損傷があるとみられる例】
浸水痕がみられる



p.86

水害による住家被害調査・判定フロー一覧 基木造・プレハブ

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

戸建ての１～２階建てで、津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が作

用することによる一定以上の損傷が発生している場合＊1

外観目視により把握可能な「外壁」及び「建具（サッシ・ガラス・ドア）」の損傷程度が50％以上

（50～100％）（程度Ⅲ～Ⅴで浸水による損傷を除く）に該当する損傷が、それぞれ一箇所

以上発生している場合

【外力が作用することによる一定以上の損傷があるとみることのできない例】

建具に「アルミサッシの可動部が全

損しており、枠の一部に変形がみ

られる（程度Ⅳ）」の被害がみら

れる

外壁に「浸水により仕上材の汚損

がみられる（程度Ⅲ）」の被害が

みられる

浸水痕がみられる
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水害による住家被害調査・判定フロー一覧 基木造・プレハブ

【外壁・建具の損傷程度 50～100％（浸水による損傷を除く）の損傷の例示】

程度 損傷の例示 損傷程度

Ⅲ

（外壁）
【モルタル塗り仕上等】仕上材が脱落している。
【ボード】目地部に著しいずれ、面材釘打部の部分的な浮き上がり、ボード隅角部の破損
が生じている。

（建具）
【木製サッシ】破損し、開閉が不能になっている。
【アルミサッシ】ガラスが破損している。

50％

Ⅳ

（外壁）
【モルタル塗り仕上等】仕上材が脱落しており、下地材にひび割れが生じている。
【ボード】釘の浮き上がり、ボードの脱落が見られる。

（建具）
【木製サッシ】可動部の破損に加え、かまちに一部欠損、ひび割れが見られる。
【アルミサッシ】可動部が全損しており、枠の一部に変形が見られる。

75％

Ⅴ

（外壁）
【共通】
・ 全ての仕上材が脱落している。
・ 下地材に破損が生じている。

（建具）
【木製サッシ、木製建具】破壊されている。
【アルミサッシ】枠ごとはずれて破壊されている。
【アルミドア、木製ドア】破壊されている。

100％

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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水害による住家被害調査・判定フロー一覧 基木造・プレハブ

【外壁の損傷程度 50～100％損傷の例示 ※浸水による損傷を除く】

程度 損傷の例示 損傷程度

Ⅲ

（外壁）
【モルタル塗り仕上等】仕上材が
脱落している。
【ボード】目地部に著しいずれ、面
材釘打部の部分的な浮き上がり、
ボード隅角部の破損が生じている。

50％

Ⅳ

（外壁）
【モルタル塗り仕上等】仕上材が
脱落しており、下地材にひび割れ
が生じている。
【ボード】釘の浮き上がり、ボード
の脱落が見られる。

75％

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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水害による住家被害調査・判定フロー一覧 基木造・プレハブ

【外壁の損傷程度 50～100％損傷の例示 ※浸水による損傷を除く】

程度 損傷の例示 損傷程度

Ⅴ

（外壁）
【共通】
・ 全ての仕上材が脱落している。
・ 下地材に破損が生じている。

100％

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

【損傷程度 50～100％でも浸水による損傷は対象外となることに注意】
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水害による住家被害調査・判定フロー一覧 基木造・プレハブ

【建具の損傷程度 50～100％損傷の例示 ※浸水による損傷を除く】

程度 損傷の例示 損傷程度

Ⅲ

（建具）
【木製サッシ】破損
し、開閉が不能に
なっている。
【アルミサッシ】ガラ
スが破損している。

50％

Ⅳ

（建具）
【木製サッシ】可動
部の破損に加え、
かまちに一部欠損、
ひび割れが見られ
る。
【アルミサッシ】可
動部が全損してお
り、枠の一部に変
形が見られる。

75％

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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水害による住家被害調査・判定フロー一覧 基木造・プレハブ

【建具の損傷程度 50～100％損傷の例示 ※浸水による損傷を除く】

程度 損傷の例示 損傷程度

Ⅴ

（建具）
【木製サッシ、木製建
具】破壊されている。
【アルミサッシ】枠ごと
はずれて破壊されて
いる。
【アルミドア、木製ド
ア】破壊されている。

100％

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

【損傷程度 50～100％でも浸水による損傷は対象外となることに注意】
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判定の参考となる資料 基木造・プレハブ

損傷程度の例示（令和３年５月内閣府（防災担当））

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

非木造

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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判定の参考となる資料 基木造・プレハブ

損傷程度の例示（令和３年５月内閣府（防災担当））

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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判定の参考となる資料 基非木造

損傷程度の例示（令和３年５月内閣府（防災担当））

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基

・発災前後の航空写真等が入手でき、現地調査が行えない場合など、航空写真等を活用する
ことが調査の効率化・迅速化に資すると判断される場合には、当該航空写真等を利用して
「全壊」の判定を行うことを可能とする。

■航空写真等を活用した判定のイメージ
国土地理院が撮影した平成28年熊本地震の発災前
後の航空写真を比較すると、下の赤丸の住家にお
いて、屋根の軸がずれ、位置が変わっており、住
家全部もしくは一部の階が全部倒壊していると推
定されることから、「全壊」と判定することも考
えられる。

航空写真（平成28年熊本地震：熊本県益城町）
左：被災前（2008年撮影） 右：被災後（2016年4月16日撮影）

現地の状況

・被災した住家の周辺を含む被害の状況に
より、瓦礫等で当該住家に近づくことができ
ない場合

・現地で安全に調査が行えない場合

・倒壊、流出、ずり落ち等した住家が集中し
ていると想定される場合

「全壊」の被害認定が可能

・航空写真等から発災後の当該住家の屋根
の軸がずれている又は屋根の位置が変
わっている等、明らかに住家全部が倒壊し
ている場合

・一部の階が全部倒壊している又は住家全
部が流出し、若しくはずり落ちていると判定
できる場合

航空写真等の活用

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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航空写真等の活用 基

（参考）航空写真の撮影・提供（国土地理院）

・国土地理院においては、大規模な災害発生時には、その状況に応じて航空写真の緊急撮
影等による観測を行い、迅速に災害情報等を関係機関に提供している。

国土地理院 地理院地図 https://maps.gsi.go.jp/
国土地理院ホームページ 災害関連情報 http://www.gsi.go.jp/bousai.html
（高解像度写真の入手に関する問い合わせ）

国土地理院企画部防災推進室長補佐 直通 029-864-6275 FAX 029-864-1658

航空写真（平成28年熊本地震：熊本県益城町）
左：被災前（2008年撮影） 右：被災後（2016年4月16日撮影）

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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航空写真等の活用 基

（参考）浸水推定段彩図（国土地理院）

・国土地理院で収集した情報と標高データを用いて、浸水範囲における水深を算出して深
さごとに色別に表現した地図を提供している。

台風１９号における千曲川、阿武隈川の浸水推定段彩図（国土地理院）

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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自己判定方式 基

災 害 発 生・被災者が撮影した写真から「準半壊に至らない（一部損壊）」と判定する自己判定方式を採用して、調査
を簡素化する、あるいは現地調査そのものを行わないことも考えられる。ただし、自己判定方式は申請者
が「準半壊に至らない（一部損壊）」の被害であることに合意できることが前提となるため、合意が得られ
ない場合や、撮影した写真だけからでは「準半壊に至らない（一部損壊）」と判定できない場合には、通常
の現地調査を実施する。

・適正に自己判定方式を実施するためには、申請書の他、被害状況がわかる写真が必要となる。また、被
災した住家の図面があれば、被害状況の確認に役立つ。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

■自己判定方式の手順 ■自己判定方式の実施に必要な書類
① 自 己 判 定

方 式 実 施
の広報

自己判定方式を実施する場合、被災者に対して自己判
定方式を実施する旨を広報します。その際以下の点を
明らかにしておきます。
－自己判定方式が実施できる条件（準半壊に至らない

（一部損壊）の被害で自ら結果に合意できる など）
－自己判定方式の申請書類等の受付窓口
－自己判定方式による申請受付の開始時期

② 申 請 書 類
等の配布

自己判定方式を実施する被災者に対して、申請書類を
配布します。
－申請に必要な書類等について説明した書類
－申請書類の記載方法や写真の撮影方法等が分かる
書類 等

③ 申 請 の 受
付

罹災証明書に係る窓口等で、申請を受け付けます。申
請を受け付けた後、申請書類の内容を確認し、明らか
に半壊に至らない程度の被害であることが確認でき、
本人の同意が得られれば被害の程度が「準半壊に至ら
ない（一部損壊）」の罹災証明書を交付します。

①申請書類 申請書類は以下の情報が記載できるようにします。そ
の際、罹災証明書等交付申請書の内容も含むようにし
ます。
－申請者の住所・氏名及び被災した住家の所在地
－建物の配置状況
－被害の部位及び箇所

② 被 害 状 況
の わ か る 写
真

－建物の全景（周囲４面、４枚以上）
－表札
－被害を受けた部位について、その内容が明らかにな
るような写真
※あらかじめ写真撮影を広報しておく

③被災した住
家の図面 (あ
れば)

－配置図、平面図、立面図 など

※自己判定方式を実施する場合には、その申請にあたって上記のように写真等の添付書類が必須となるが、実施
しない場合には、同様の添付書類を必須とする必要はない。

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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３-１．木造(第１次調査)
（１）外観による判定

※戸建ての1～2階建てである場合
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全壊
（損害割合50%以上）

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊
③一見して住家全部が流失
④基礎のいずれかの辺が全部破壊し基礎直下の地盤が流出・陥没

いずれにも該当しない（２）浸水深による判定

いずれかに該当

50％以上

40％以上50%未満

20％以上30%未満

10％未満

全壊

大規模半壊

半壊

準半壊に至らない
（一部損壊）

住家流失又は床上1.8m以上の浸水

床上1m以上1.8m未満の浸水

床上1m未満の浸水

床下浸水

(１)外観による判定 基木造・プレハブ第１次調査

【第１次調査Ａ】※第１次調査Ｂも、外観による判定は同一

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

30％以上40%未満 中規模半壊床上0.5m以上1m未満の浸水
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基木造・プレハブ第１次調査(１)外観による判定

一見して住家全部が倒壊している例

（１）外観による判定
住家全壊
（損害割合50%以上）

いずれかに該当

調査を進める
いずれにも該当

しない

一見して住家全部が流失している例

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊
③一見して住家全部が流失
④基礎のいずれかの辺が全部破壊し基礎直下の地盤が流出・陥没

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基木造・プレハブ第１次調査

①一見して住家全部が倒壊

(１)外観による判定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基木造・プレハブ第１次調査

②一見して住家の一部の階が全部倒壊

(１)外観による判定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.104

基木造・プレハブ第１次調査

②一見して住家の一部の階が全部倒壊

(１)外観による判定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基木造・プレハブ第１次調査

②一見して住家の一部の階が全部倒壊とはいえない

(１)外観による判定

右手奥側のライン
や見えない柱での
傾きが確認出来ず、
全ての壁が倒壊し
ている（層破壊し
ている）とはいえな
い

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基木造・プレハブ第１次調査

③一見して住家全部が流出

(１)外観による判定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基木造・プレハブ第１次調査

④基礎のいずれかの辺が全部破壊し基礎直下の地盤が流出・陥没

(１)外観による判定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基木造・プレハブ第１次調査(１)外観による判定

・土砂等が住家及びその周辺に一様に堆積している場合、液状化等の地盤被害による被害の際
に用いる「潜り込みの判定」を行うことが可能。

・その場合、堆積した土砂等により上昇した面を地盤面として取り扱う。

潜り込み状況 判定

床上１ｍまでのすべての部分が地
盤面下に潜り込み

全壊

床までのすべての部分が地盤面下
に潜り込み

大規模半壊

基礎の天端下２５ｃｍまでのすべ
ての部分が地盤面下に潜り込み

半壊

液状化等の地盤被害による被害
第１次調査の潜り込みによる判定

土砂等により上昇した
面を地盤面とみなす

潜り込み

土砂等が住家及びその周辺に
一様に堆積している

土砂等が住家及びその周辺に一
様に堆積しているとはいえない

潜り込み

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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３-1．木造(第１次調査)
（２）浸水深による判定

※戸建ての1～2階建てである場合
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【第１次調査Ａ】

※浸水深は最も浅い部分で測定する。 ＊1 外観目視により把握可能な「外壁」及び「建具」（サッシ・ガラス・ドア）の損傷程度が
50～100％（程度Ⅲ～Ⅴで、浸水による損傷を除く。）に該当する損傷が、外壁及び建具
（サッシ・ガラス・ドア）にそれぞれ１箇所以上発生している場合

＊2 水害に加え、風害等による複合的な災害による被害が発生している場合等には、第
２次調査から開始する。

(２)浸水深による判定 基木造・プレハブ第１次調査

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

全壊
（損害割合50%以上）

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊
③一見して住家全部が流失
④基礎のいずれかの辺が全部破壊し基礎直下の地盤が流出・陥没

いずれにも該当しない（２）浸水深による判定

いずれかに該当

50％以上

40％以上50%未満

20％以上30%未満

10％未満

全壊

大規模半壊

半壊

準半壊に至らない
（一部損壊）

住家流失又は床上1.8m以上の浸水

床上1m以上1.8m未満の浸水

床上0.5m未満の浸水

床下浸水

30％以上40%未満 中規模半壊床上0.5m以上1m未満の浸水

戸建ての１～２階建てで、津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外
力が作用することによる一定以上の損傷が発生している場合 ＊1
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(２)浸水深による判定 基木造・プレハブ第１次調査

・戸建ての１～２階建てで、津
波、越流、堤防決壊等水流や
泥流、瓦礫等の衝突等の外
力が作用することによる一定
以上の損傷が発生している
場合＊が対象。

・外観の目視調査により浸水深
を把握し、被害程度を判定す
る。ただし、浸水深は「最も浅
い部分」で測定する。

＊外観目視により把握可能な「外壁」及び「建具」
（サッシ・ガラス・ドア）の損傷程度が 50～100％

（程度Ⅲ～Ⅴで、浸水による損傷を除く。）に該当
する損傷が、外壁及び建具（サッシ・ガラス・ド
ア）にそれぞれ１箇所以上発生している場合

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基(２)浸水深による判定

＜浸水が床上まで達している例＞ ＜浸水が床上まで達していない例＞

浸水高さを示す痕跡

※掃き出し窓等から床の高さを確認
し、浸水高さが床上まで達している
ことを確認

木造・プレハブ第１次調査

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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(２)浸水深による判定 基木造・プレハブ第１次調査

注）サンプル調査を実施する際は、区域内の地盤高の高低等により不公平とならないよ
う留意する。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

・なお、区域内に【木造・プレハブ】戸建ての１～２階建て以外の住家が
あってもサンプル調査は可能（これらの住家は別途第2次調査で判定）

・以下の条件を満たす場合には、サンプル調査（当該区域の四隅に立
地する住家の調査）による全壊判定が可能。

－区域内にある【木造・プレハブ】戸建ての１～２階建ての住家のすべ
てにおいて、津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突
等の外力が作用することによる一定以上の損傷が発生し、床上1.8
ｍ以上浸水したことが一見して明らかな場合、サンプル調査により、
当該区域内の当該住家すべてを「全壊」と判定する。
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【第１次調査Ｂ】 戸建ての１～２階建てで、津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外
力が作用することによる一定以上の損傷が発生していない場合 ＊1

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊
③一見して住家全部が流失
④基礎のいずれかの辺が全部破壊し基礎直下の地盤が流出・陥没

いずれにも該当しない（２）浸水深による判定

いずれかに該当

床下浸水＊2
10％未満

準半壊に至らない
（一部損壊）

該当

全壊
（損害割合50%以上）

＊1 外観目視により把握可能な「外壁」及び「建具」（サッシ・ガラス・ドア）の損傷程度が 50～100％（程度Ⅲ～Ⅴで、浸水による損傷を除
く。）に該当する損傷が、外壁に１箇所も発生していない、又は建具（サッシ・ガラス・ドア）に１箇所も発生していない場合

＊2 水害に加え、風害等による複合的な災害による被害が発生している場合等には、第２次調査から開始する。

(２)浸水深による判定 基木造・プレハブ第１次調査

・外観目視調査により浸水深を把握し、床上まで達していない場合は「準
半壊に至らない（一部損壊）」と判定して調査を終了する。

・浸水深は「最も深い部分」で測定する。
・浸水深が床上以上である場合は、引き続き第２次調査を実施する。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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３-2．木造(第２次調査)
（2）傾斜による判定

※「(1)外観による判定」については、第1次調査と同様
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全壊
（損害割合50%以上）

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊
③一見して住家全部が流失
④基礎のいずれかの辺が全部破壊し基礎直下の地盤が流出・陥没

（２）傾斜による判定

外壁又は柱の傾斜が1/20以上

住家の損害割合

50％以上

いずれにも該当しない

該当しない（３）部位による判定

柱(又は耐力壁）又は基礎の損傷率が75％以上

該当しない

各部位の損傷程度等（及び傾斜）か
ら住家の損害割合を算定する。

全壊

いずれかに該当

該当

該当該当

被災者から再調査の依頼があった場合

被災者の依頼の内容を精査した上で、必要に応じて再調査を実施

20％以上30%未満

10％以上20％未満

半壊

準半壊

準半壊に至らない
（一部損壊）

10％未満

40％以上50％未満 大規模半壊

30％以上40％未満 中規模半壊

基木造・プレハブ第２次調査(２)傾斜による判定
【第２次調査Ａ】※第２次調査Ｂ、戸建て１～２階建てでない場合も、傾斜による判定は同一

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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傾斜は原則として１階部分の外壁又は柱の四隅を計測して
単純平均したもの（下げ振りにより測定）

測定の様子

傾斜 ＝ （d2－d1）/h

【測定例】

下げ振りの垂直長さ h＝1,200mm
水平距離 d1＝120mm 、d2＝136mm の場合

傾斜 ＝ （d2－d1）/h
＝ （136－120）/1,200
＝ 16/1,200

同様に他の角も計測し四隅の平均を求める

基木造・プレハブ第２次調査(２)傾斜による判定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基木造・プレハブ第２次調査(２)傾斜による判定

［木造・プレハブ］における傾斜による判定

h ： 下げ振りの垂直長さ、d ： 水平寸法の差

傾 斜

判 定

傾斜 （d/h） h＝1,200mmの場合

(d/h) ≧ 1/20 d ≧ 60mm
住家の損害割合を50%以上とし、
全壊とする。

1/60 ≦ (d/h) ＜ 1/20 20mm ≦ d ＜ 60mm
傾斜による損害割合を15％とし、
部位による判定を行う。

(d/h) ＜ 1/60 d ＜ 20mm
傾斜による判定は行わず、部位
による判定を行う。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基木造・プレハブ第２次調査(２)傾斜による判定

■傾斜の測定箇所

原則として建物の主要な四隅を
計測する。

突出した玄関や出窓などは
測定箇所としない。

＊各隅の傾斜は により求める
ことができます。

２軸の傾き）＋（軸の傾き）（ yx 2

測定箇所 ① ② ③ ④ 平均

水平距離（mm） 15 18 21 14 17

① ②

③④

上から見た図

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

x

y
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基木造・プレハブ第２次調査(２)傾斜による判定

（参考）スマートフォンのアプリ等による傾斜の測定

・スマートフォン等に傾斜を測定できるアプリ
を導入し、傾斜を測定することも可能である。

・スマートフォン等を建物の壁（又は柱）に密
着させ、斜度を測定する。

・測定は、下げ振りの場合と同様に各隅につ
いて２方向を計測し、計測した斜度をもとに
してそれぞれの方向に対して垂直長さ
1,200mmの場合の水平距離を算出する。
（水平距離＝1,200mm×斜度（％））

・算出した結果から、

により求めた値を、その柱の傾斜値として、
調査票に記入する。

【算出例】
h＝1200mm
斜度 Δ= 10% の場合

水平距離 ＝ 1,200mm×斜度（%）
＝ 120mm

２軸の傾き）＋（軸の傾き）（ yx 2

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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３-2．木造(第２次調査)
（３）部位による判定
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全壊
（損害割合50%以上）

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊
③一見して住家全部が流失
④基礎のいずれかの辺が全部破壊し基礎直下の地盤が流出・陥没

（２）傾斜による判定

外壁又は柱の傾斜が1/20以上

住家の損害割合

50％以上

いずれにも該当しない

該当しない（３）部位による判定

柱(又は耐力壁）又は基礎の損傷率が75％以上

該当しない

各部位の損傷程度等（及び傾斜）か
ら住家の損害割合を算定する。

全壊

いずれかに該当

該当

該当該当

被災者から再調査の依頼があった場合

被災者の依頼の内容を精査した上で、必要に応じて再調査を実施

20％以上30%未満

10％以上20％未満

半壊

準半壊

準半壊に至らない
（一部損壊）

10％未満

40％以上50％未満 大規模半壊

30％以上40％未満 中規模半壊

基木造・プレハブ第２次調査(３)部位による判定
【第２次調査Ａ】※第２次調査Ｂ、戸建て１～２階建てでない場合も、部位による判定は同一

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基木造・プレハブ第２次調査(３)部位による判定

・・・・・・・・

－判定方法－

住家の被害程度
（全壊／大規模半壊／中規模半壊／半壊／準半壊／準半壊に至らない）

住家の損害割合

部位別損害割合を合計

外壁（構成比10％）

柱（又は耐力壁）（構成比15％）

被害認定調査により把握

屋根（構成比15％）

部位別構成比 × 各部位の損傷率

＝ 部位別損害割合

運用指針にて設定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基木造・プレハブ第２次調査(３)部位による判定

部位名称 構成比

屋根 １５％

柱（又は耐力壁） １５％

床（階段を含む。） １０％

外壁 １０％

内壁 １０％

天井 ５％

建具 １５％

基礎 １０％

設備 １０％

【部位別構成比】

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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損傷率 ＝ ∑ ×
損傷部分の部位全体
に占める割合

損傷部分の損
傷程度

（屋根の損傷率の場合）

損傷屋根面積
損傷率 ＝ ×各部分の損傷程度（％）

全屋根面積

※各屋根面の各部分の損傷程度が異なる場合には、屋根全体の損
傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する

（程度） （損傷部分の面積比） （損傷程度） （損傷率）

Ⅰ ○％ × １０％ ＝ ●％

Ⅱ □％ × ２５％ ＝ ■％

Ⅲ △％ × ５０％ ＝ ▲％

Ⅳ ◇％ × ７５％ ＝ ◆％

Ⅴ ▽％ × １００％ ＝ ▼％

★％

＋）

基木造・プレハブ(３)部位による判定 第２次調査

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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損傷程度の例（内壁）
程度 損 傷 の 例 示 損傷程度

Ⅰ
・ 塗り壁隅角部にわずかなひび割れが生じている。
・ 内壁合板にわずかなずれが生じている。
・ ボードの目地部にわずかなずれが生じている。

１０％

Ⅱ

・内壁周辺部に隙間が生じている。
・内壁合板にずれが生じている。
・タイルの目地に亀裂が生じている。
・ボードの目地部にひび割れやずれが生じている。

２５％

Ⅲ

・内壁合板に剥離、浮きが見られる。
・タイルが剥離を生じている。
・クロスが破れている。
・柱・梁に割れが見られるため、内壁の一

部の取り外しが必要である。

・ボードの目地部に著しいずれ、釘打部の部分
的な浮き上がり、隅角部の破損が生じている。

・浸水により仕上塗壁材の剥離等が見られる。
・浸水により壁クロスの汚損・表面劣化・剥離等

が見られる。（下地材の交換を要しない程度）
・浸水により塗土の半分程度が剥落している。

５０％

Ⅳ
・内壁合板に剥離、脱落が見られる。
・タイルが剥落している。
・ボードの釘の浮き上がりが見られ、脱落が生じている。

７５％

Ⅴ

・仕上材が脱落しており、下地材の損傷が
生じている。

・浸水により下地材・パネルの吸水・膨張・不陸
が見られる。

・浸水により断熱材の吸水による機能損失が見
られる。 （再使用が不可能な程度）

・浸水により塗土の大半が剥落している。

１００％

内壁

基木造・プレハブ第２次調査(３)部位による判定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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程度Ⅰ（損傷程度10%）
内壁

基木造・プレハブ第２次調査

塗り壁隅角部にわずかなひび割れが生じている。

(３)部位による判定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

ボードの目地部にわずかなずれが生じている。

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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程度Ⅱ（損傷程度25%）

基木造・プレハブ第２次調査

内壁周辺部に隙間が生じている。

(３)部位による判定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

ボードの目地部にひび割れやずれが生じている。

内壁

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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浸水により仕上塗壁材の剥離等が見られる

程度Ⅲ（損傷程度50%）

基木造・プレハブ第２次調査(３)部位による判定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

内壁

浸水により壁クロスの汚損・表面劣化・剥離等
が見られる。
（下地材の交換を要しない程度）

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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内壁合板に剥離、脱落が見られる。

程度Ⅳ（損傷程度75%）

基木造・プレハブ(３)部位による判定 第２次調査

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

内壁

タイルが剥落している。

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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浸水により断熱材の吸水による機能損失が見られる。
（再使用が不可能な程度）

程度Ⅴ（損傷程度100%）

基木造・プレハブ(３)部位による判定 第２次調査

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

内壁

浸水により塗土の大半が剥落している。

※以下のような被害が見られる場合には、再使用が不可能な程度（損傷程度Ⅴ）とし、内壁面全面を損傷
面積としてとることとする。
・内壁面へ汚泥の付着など相当な汚損が見られ、内壁内部まで吸水している場合
・内壁面に、浸水痕とは別に、吸水等によるシミ・汚損・カビ等がみられる場合

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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【屋根の判定事例】－①

被害の状況
瓦がほぼ全面的にずれ、破損または落下している（程度Ⅳ）

棟瓦のずれ、破損、落下（程度Ⅱ）

基木造・プレハブ(３)部位による判定

屋根

第２次調査

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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【屋根の判定事例】－②

被害の状況

・2/12において、瓦のずれ、破損、落下が生じている（程度Ⅱ：25％）
・6/12において、瓦がほぼ全面的にずれ、破損または落下している（程度Ⅳ：75％）

●模式図 （屋根伏図）

瓦がほぼ全面的にずれ、破損または落下している（程度Ⅳ）

※ 棟瓦の損傷が認められる
場合は棟瓦を挟む両屋根
面で損傷を算定する

→損傷面積は2/12

棟瓦のずれ、破損、落下（程度Ⅱ）

基木造・プレハブ

屋根

(３)部位による判定 第２次調査

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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(損傷率)×(構成比)
＝ 41.66％×15％
＝ 6.25％

(損傷部分の面積割合)×(損傷程度)
＝ 2/12×25％ ＋ 6/12×75％
＝ 4.16％ ＋ 37.50％
＝ 41.66％

【屋根の判定事例】－③

被害の状況

損傷率

屋根の損害割合 → ６％

損害割合

屋根の損傷率 → ４２％

・2/12において、瓦のずれ、破損、落下が生じている（程度Ⅱ：25％）
・6/12において、瓦がほぼ全面的にずれ、破損または落下している（程度Ⅳ：75％）

基木造・プレハブ

屋根

(３)部位による判定 第２次調査

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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損傷程度の例（外壁）

基木造・プレハブ

外壁

(３)部位による判定 第２次調査

程度
損 傷 の 例 示 損傷

程度【モルタル塗り仕上等】 【ボード】

Ⅰ ・開口隅角部廻りにわずかなひび割れが生じている。 ・目地部にわずかなずれが生じている。 １０％

Ⅱ ・仕上の剥離が生じている。 ・仕上面の目地部にひび割れやずれが生じている。 ２５％

Ⅲ

・仕上材が脱落している。 ・目地部に著しいずれ、面材釘打部の部分的な浮き
上がり、 ボード隅角部の破損が生じている。

５０％【共通】
・浸水により仕上材の浮き・剥離・脱落が生じている。
・浸水により仕上材の汚損が見られる。
・浸水により塗土の半分が剥落している。

Ⅳ
・仕上材が脱落しており、下地材にひび割れが生じて
いる。

・釘の浮き上がり、ボードの脱落が見られる。 ７５％

Ⅴ

【共通】
・仕上材が脱落しており、下地材に破損が生じている。
・浸水により下地材、パネルの吸水、膨張、不陸が見られる。
・浸水により仕上材の大半の浮き・剥離・脱落が見られる。
・浸水により仕上材の大半の汚損等が見られる。
・浸水により塗土の大半が剥落している。

１００％

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基木造・プレハブ

外壁

(３)部位による判定

程度Ⅲ（損傷程度50%）

浸水により仕上材の汚損が見られる。 浸水により仕上材の浮き・剥離・
脱落が生じている。

第２次調査

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.137

基木造・プレハブ

外壁

(３)部位による判定

程度Ⅴ（損傷程度100%）

浸水により塗土の大半が剥離している。 仕上材が脱落しており、
下地材に破損が生じている。

第２次調査

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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損傷外壁面積
損傷率 ＝ ×各部分の損傷程度（％）

全外壁面積

損傷面積は、補修の見切
りのつく範囲までとする。

補修の見切りの把握に当
たっては、外壁の形状、使
われている部材等を勘案し、
半間（約90ｃｍ）の幅を基本

としながら、右図のようにあ
らかじめ壁面を分割し、分
割された部分ごとに損傷程
度を判定していくことが考
えられる。

基木造・プレハブ

外壁

第２次調査(３)部位による判定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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①外壁を形状や損傷の状況を勘案し分割（模式図の破線で示すとおり外壁を24分割）

②損傷部分ごとに住家全周の外壁面積に占める損傷外壁面積の割合と損傷程度を
把握

③各部分の損傷程度を加重平均して、外壁全体の損傷率を算出

・損傷率＝5/24×50％＋5/24×75％＝26.04％

基木造・プレハブ

外壁

第２次調査(３)部位による判定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.140

⇒ 調査箇所
－ 布基礎・べた基礎（鉄筋コンクリート、無筋コンクリート造）の外周

＊内部基礎、独立基礎及び土間コンクリートは除く

－ 布石、玉石

⇒ 主な損傷
－ ひび割れ（幅約0.3mm以上のもの）、剥落、破断、

極部破壊、不陸、移動、流失・転倒等

⇒ 損傷の判定
－ 損傷基礎長または損傷個数により判定
－ 基礎の損傷率が75％以上となる場合は当該住家は全壊

布基礎・べた基礎
の場合

損傷基礎長
損傷率 ＝ ×１００（％）

外周基礎長

基木造・プレハブ

基礎

第２次調査(３)部位による判定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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①ひび割れ
②剥落

1箇所あたり
＝損傷基礎長１ｍ

⇒ 損傷基礎長の算出

１箇所＝１ｍ １箇所＝１ｍ

基木造・プレハブ

基礎

そんしょうきそちょう

第２次調査(３)部位による判定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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①ひび割れ
②剥落

１ｍ以内に数箇所集中
している場合は、
両端のひび割れの中心
距離Cに両端50ｃmず
つ加算した寸法

⇒ 損傷基礎長の算出
そんしょうきそちょう

500mm
● ●

損傷基礎長

500mmC

基木造・プレハブ

基礎

第２次調査(３)部位による判定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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③破断

割れた一方の布基礎の
天端が不陸の場合、その
不陸した布基礎の長さ

不陸が生じている⇒ 損傷基礎長の算出

倒れている

破

断

破

断

損傷基礎長

そんしょうきそちょう

基木造・プレハブ

基礎

第２次調査(３)部位による判定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.144

【基礎の判定事例】－①

被害の状況

・基礎は布基礎で外周基礎長は3,200cｍ

上から見た図

ひび割れ、剥落の集中
両端のひび割れの中心距離は1300mm

破断による不陸
d＝1200mm

ひび割れ：４箇所

基木造・プレハブ

基礎

第２次調査(３)部位による判定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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(損傷率)×(構成比)
＝ 23.43％×10％
＝ 2.34％

(損傷基礎長)／(外周基礎長)
＝（400cｍ ＋ 230cｍ ＋ 120cｍ）／ 3,200cｍ
＝ 750cｍ ／ 3200cｍ
＝ 23.43％

【基礎の判定事例】－②

被害の状況

損傷率

基礎の損害割合 → ２％

損害割合

・ひび割れ４箇所： 損傷基礎長＝1.00ｍ×４＝400cｍ
・ひび割れ、剥落の集中：損傷基礎長＝ 50cm＋130cm＋50cm＝230cｍ
・破断による不陸： 損傷基礎長＝120cm

基礎の損傷率 → ２３％

基木造・プレハブ

基礎

第２次調査(３)部位による判定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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＜留意点＞

当該部位以外の部位の損傷を補修するための工事（いわゆる道連れ工事）に伴う損傷は、木造・
プレハブの住家の内壁、柱（又は耐力壁）及び床（階段を含む。）の損傷に含めて判定する。
※内壁の場合、以下のような被害が見られる場合は 再使用が不可能な程度（損傷程度Ⅴ）とし、内壁面全面

を損傷面積としてとる。
・内壁面へ汚泥の付着など相当な汚損が見られ、内壁内部まで吸水している場合
・内壁面に、浸水痕とは別に、吸水等によるシミ・汚損・カビ等がみられる場合

●道連れ工事

基礎の構造がべた基礎又は布基礎の住家において、浸水により床下に汚泥が堆積している場合、
汚泥による損傷率を10%とする。

●床下への汚泥堆積

基木造・プレハブ第２次調査(３)部位による判定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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３-3．非木造
（１）外観による判定
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(１)外観による判定 基非木造

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

全壊
（損害割合50%以上）

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊

（２）傾斜による判定

①外壁又は柱の傾斜が1/30以上
②（基礎ぐいを用いる住家について、）外壁又は柱の傾斜が1/60

以上かつ最大沈下量又は最大露出量が30ｃｍ以上

いずれにも該当しない

いずれかに該当

該当

全壊

準半壊

大規模半壊

半壊

住家の損害割合

50％以上

40％以上50%未満

20％以上30%未満

10％以上20％未満

（３）部位による判定

柱（又は耐力壁）又は梁の損傷率が75％以上

該当しない

各部位の損傷程度等（及び傾斜）から
住家の損害割合を算定する。

該当

該当しない

被災者から再調査の依頼があった場合

被災者の依頼の内容を精査した上で、必要に応じて再調査を実施

10％未満 準半壊に至らない
（一部損壊）

該当

中規模半壊30％以上40%未満
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基非木造

①一見して住家全部が倒壊

(１)外観による判定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基

②一見して住家の一部の階が全部倒壊

(１)外観による判定 非木造

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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３-3．非木造
（2）傾斜による判定
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(２)傾斜による判定 基非木造

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

全壊
（損害割合50%以上）

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊

（２）傾斜による判定

①外壁又は柱の傾斜が1/30以上
②（基礎ぐいを用いる住家について、）外壁又は柱の傾斜が1/60

以上かつ最大沈下量又は最大露出量が30ｃｍ以上

いずれにも該当しない

いずれかに該当

該当

全壊

準半壊

大規模半壊

半壊

住家の損害割合

50％以上

40％以上50%未満

20％以上30%未満

10％以上20％未満

（３）部位による判定

柱（又は耐力壁）又は梁の損傷率が75％以上

該当しない

各部位の損傷程度等（及び傾斜）から
住家の損害割合を算定する。

該当

該当しない

被災者から再調査の依頼があった場合

被災者の依頼の内容を精査した上で、必要に応じて再調査を実施

10％未満 準半壊に至らない
（一部損壊）

該当

中規模半壊30％以上40%未満
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傾斜は原則として１階部分の外壁又は柱の四隅を計測して
単純平均したもの（下げ振りにより測定）

測定の様子

傾斜 ＝ （d2－d1）/h

【測定例】

下げ振りの垂直長さ h＝1200mm
水平距離 d1＝120mm 、d2＝136mm の場合

傾斜 ＝ （d2－d1）/h
＝ （136－120）/1,200
＝ 16/1,200

同様に他の角も計測し四隅の平均を求める

基(２)傾斜による判定 非木造

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基(２)傾斜による判定 非木造

［非木造］における傾斜による判定
h ： 下げ振りの垂直長さ、d ： 水平寸法の差

傾 斜
判 定

傾斜 （d/h） h＝1,200mmの場合

(d/h) ≧ 1/30 ※ d  ≧ 40mm
住家の損害割合を50%以上とし、全壊とす
る。

1/60 ≦ (d/h) ＜ 1/30 20mm ≦ d ＜ 40mm

傾斜による損害割合を20％とし、部位に
よる判定を行う。

※ただし、基礎杭を用いた住家で、基礎
の最大沈下量または最大露出量が30ｃｍ
以上の場合は、全壊とする

(d/h) ＜ 1/60 d ＜ 20mm
傾斜による判定は行わず、部位による判
定を行う。

※非木造の場合、構造上、外力に対する強度は木造より強いと考えられるが、木造よりも復元力（変形を受けた建物がも
との位置に戻ろうとする力）が弱いため、残留変形を来すような外力がかかれば、木造の住家が全壊するに等しい被害を
被ったと考えられるため、運用指針においては、木造よりも小さな傾斜角度で全壊と判定することとしている。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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原則として建物の主要な四隅を計
測する。

① ②

③④

基(２)傾斜による判定

■傾斜の測定箇所

測定箇所 ① ② ③ ④ 平均

水平距離（mm） 18 23 28 19 22

上から見た図

① ②

③④

建物の主要な四隅※を
計測する。

※突出した玄関

や出窓などは測
定箇所としない。

非木造

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基非木造(２)傾斜による判定

（参考）スマートフォンのアプリ等による傾斜の測定

・スマートフォン等に傾斜を測定できるアプリ
を導入し、傾斜を測定することも可能である。

・スマートフォン等を建物の壁（又は柱）に密
着させ、斜度を測定する。

・測定は、下げ振りの場合と同様に各隅につ
いて２方向を計測し、計測した斜度をもとに
してそれぞれの方向に対して垂直長さ
1,200mmの場合の水平距離を算出する。
（水平距離＝1,200mm×斜度（％））

・算出した結果から、

により求めた値を、その柱の傾斜値として、
調査票に記入する。

２軸の傾き）＋（軸の傾き）（ yx 2

【算出例】
h＝1200mm
斜度 Δ= 10% の場合

水平距離 ＝ 1,200mm×斜度（%）
＝ 120mm

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基非木造(２)傾斜による判定

■基礎ぐいを用いた住家について

○傾斜が1/60以上1/30未満で
あり、かつ地震に伴う液状化
等の地盤被害により基礎の最
大沈下量又は最大露出量（こ
れらの量は、住家の周囲の土
間コンクリート等で、沈下量0と
認められる地点を基準となる
地点として測定するものとす
る。）が30cm以上の場合は、
当該住家の損害割合を50％
以上とし、全壊と判定。

露出量

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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３-3．非木造
（３）部位による判定
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（３）部位による判定 基非木造

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

全壊
（損害割合50%以上）

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊

（２）傾斜による判定

①外壁又は柱の傾斜が1/30以上
②（基礎ぐいを用いる住家について、）外壁又は柱の傾斜が1/60

以上かつ最大沈下量又は最大露出量が30ｃｍ以上

いずれにも該当しない

いずれかに該当

該当

全壊

準半壊

大規模半壊

半壊

住家の損害割合

50％以上

40％以上50%未満

20％以上30%未満

10％以上20％未満

（３）部位による判定

柱（又は耐力壁）又は梁の損傷率が75％以上

該当しない

各部位の損傷程度等（及び傾斜）から
住家の損害割合を算定する。

該当

該当しない

被災者から再調査の依頼があった場合

被災者の依頼の内容を精査した上で、必要に応じて再調査を実施

10％未満 準半壊に至らない
（一部損壊）

該当

中規模半壊30％以上40%未満
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・・・・・・・・

－判定方法－

住家の損害割合

部位別損害割合を合計

外部仕上・雑壁・屋根（構成比10％）

床・梁 （構成比10％）

被害認定調査により把握

柱（又は耐力壁）（構成比50％）

部位別構成比 × 各部位の損傷率

＝ 部位別損害割合

運用指針にて設定

基（３）部位による判定 非木造

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

住家の被害程度
（全壊／大規模半壊／中規模半壊／半壊／準半壊／準半壊に至らない）

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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【部位別構成比】

基（３）部位による判定

部 位 名 称 構 成 比
柱（又は耐力壁） ５０％
床・梁 １０％
外部仕上・雑壁・屋根 １０％
内部仕上・天井 １０％
建具 ５％
設備等
（外部階段を含む。）

【住家外】 ５％
【住家内】 １０％

非木造

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基（３）部位による判定 非木造

床・梁
鉄骨造の場合の損傷程度の例（床・梁）

床と梁についてそれぞれ調査を行い、その損害割合が異なる場合には、最も大きな数値をとる。

程度 損 傷 の 例 示 損傷程度

Ⅰ
【床】
・一部にわずかなひび割れ（幅約0.2mm～1mm）やはがれが生じている。
・床仕上・畳に損傷が生じている。

１０％

Ⅱ

【床】
・各所にひび割れ（幅約0.2mm～1mm）やはがれが生じている。
・床仕上・畳に著しい損傷が生じている。
・浸水により床板の汚損が見られる。 ・浸水により合成樹脂系床材の汚損が見られる。
・浸水により床板に若干の浮き、ずれが生じている。

２５％

Ⅲ

【床】
・全体にひび割れ（幅約0.2mm～1mm）やはがれが生じている。
・床仕上・畳の大部分に著しい損傷が生じている。
・浸水により床板に著しい浮き、ずれ、剥離が見られる。
・浸水により合成樹脂系床材の剥離が見られる。
・浸水によりフローリング材の層間剥離・浮き上がり、沈下等が見られる。
・浸水により下地材の吸水・膨張が見られる。
・浸水により畳の吸水・膨張による機能損失が見られる。
【梁】
・接合部の変形が見られる。

５０％

Ⅳ

【床】
・全体にひび割れ（幅約1mm～5mm）や、仕上部分の剥離が生じている。
【梁】
・ボルトの一部破断あるいは、接合部の亀裂が見られる。

７５％

Ⅴ 【床】 【梁】
・全体が変形し、仕上の大部分が剥落している。 ・接合部又は継手に大きな破断が見られる。

１００％

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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基（３）部位による判定 非木造

床

程度Ⅱ（損傷程度25%）

浸水により床材の汚損が見られる。 浸水により床板に著しい浮き、ずれ、剥離が見ら
れる。

程度Ⅲ（損傷程度50%）

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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損傷床面積
損傷率 ＝ ×各部分の損傷程度（％）

全床面積

基（３）部位による判定 非木造

床

(損傷率)×(構成比)
＝ 10％×10％
＝ 1％

【床の判定事例】

被害の状況

損傷率

床の損害割合 → １％

損害割合

損傷程度Ⅱ の床面積が20％
損傷程度Ⅲ の床面積が10％

床の損傷率 → 10％

0.2×25％（損傷程度Ⅱ）＋0.1×50％（損傷程度Ⅲ）

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.165

基

■その他の留意事項

－屋根や外壁など一部の部位が見えない場合、見える部分だけで算
出することも考えられる。

－被災者が応急措置をしたものの、被害認定調査の実施期間中の風
雨等により損傷が拡大した場合、その損傷も含めて算出することも
考えられる。

－被災後既に補修がされている場合、損傷状況の分かる写真や聞き
取り等をもとに判定することが考えられる。

－渡り廊下など、いずれの部位に属するかが明らかではない場合、面
積から除外して整理することも考えられる。

（３）部位による判定 木造・プレハブ第２次調査第１次調査 非木造

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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２階建ての場合の取扱い 基木造・プレハブ第２次調査第１次調査 非木造

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１世帯で２階以上の階を利用している住家の場合

主要階（１階もしくは台所、食堂及び居間の全ての室を有する階）の価値を考
慮して、以下の式で損害割合を算出することができる。

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

主要階の各部位の損害割合×１．２５
＋主要階以外の各部位の損害割合×０．５

※ただし、各部位から基礎は除く
※各部位の損害割合は部位別構成を超えることができない
※各階の損害割合に乗じる係数（1.25及び0.5）は、一

般的な住家として１階と２階の床面積比が２：１程度の住家
を想定して、設定した係数であることから、住家の１階と２階
の床面積比が、これと大きく異なる場合等においては、別途
各階の損害割合に乗じる係数を設定することも必要なことと
考えられる。
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運用上の留意事項 応木造・プレハブ第２次調査第１次調査 非木造

調査結果（調査票、損傷状況の分かる写真等）については、被災者から求められ
た場合等に、住家の被害の程度の判定結果及びその理由について情報提供できる
よう、適切に記録、整理しておく。

調査（地震・水害による被害の場合は第２次調査）実施後、被災者から判定結果に
関する再調査の依頼があった場合には、当該被災者の依頼の内容を精査し、再調
査が必要と考えられる点があれば、その点について再調査を行う。

再調査に基づく住家の被害の程度の判定結果については、理由とともに当該被災
者に示す。

●調査結果の記録等

●被災者から再調査の依頼があった場合の対応

罹災証明書に記載される住家被害等の調査結果は、その後の被災者支援の内容
に大きな影響を与えうるものであることに鑑み、被災者から市町村に住家被害等の
第２次調査や再調査を依頼することが可能であることを、被災住民に十分周知する
よう配慮されたい。

●被災者への第２次調査及び再調査の実施の周知

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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４．調査票の記入方法

【章の内容】
現地調査における調査票の記入方法について記載。現地調査員はこの
内容を必ず理解した上で現地調査に赴く。
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４-1．木造(第１次調査)
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地
震

木造・プレハブ

・第１次調査票Ａ

・第１次調査票Ｂ

・第２次調査票

非木造
・第１次調査票

・第２次調査票

水
害

木造・プレハブ ・サンプル調査票

戸建て１～２階建てで、外力による一
定以上の損傷あり

・第１次調査票Ａ

・第２次調査票Ａ

戸建て１～２階建てで、外力による一
定以上の損傷なし

・第１次調査票Ｂ

・第２次調査票Ｂ

戸建て１～２階建てでない場合 ・第２次調査票Ａ

非木造

風
害

木造・プレハブ

非木造

地
盤
被
害

木造・プレハブ
・第１次調査票

・第２次調査票

非木造
・第１次調査票

・第２次調査票

第１次調査の調査票の種類 木造・プレハブ 基第１次調査

「戸建て１～２階建てでない」場合は第１
次調査は実施せず、第２次調査票Ａを使
用します。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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①基本情報等の記入

②損傷状況等の記入

③浸水深の測定と判定

調査に関する情報（調査日時、調査員氏名）、
調査対象の住家に関する情報（住所、世帯主
氏名、居住の有無、配置図等）を記入する。

①基本情報等の記入

②損傷状況等の記入

外観目視調査※を実施するとともに、第１次調査
を利用できるかどうかの確認を行います。

②の調査結果をもとに、住家の損害割合を算定
し、被害の程度を判定する。

※第１次調査は、外部から調査可能な部位のみ調査する。

水害第１次調査（調査票Ａ）の構成 木造・プレハブ第1次調査 基

※「判定へ」等の指示がない限り、「1」から順番に全ての項目に
ついて調査を実施する。

③浸水深の測定と判定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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①基本情報等の記入 木造・プレハブ第1次調査 基

○調査に関する情報

・調査票に番号をつけ、調査結果の集計・管理に活用します。
・調査後、必要に応じて内容を確認するため、調査日時、調査員名を記入しておきます。

○調査対象の住家に関する情報

・地図等から住所を把握するとともに、現地で可能な範囲で住家に関する情報を収集します。
・第２次調査、再調査に備え、判定した住家の範囲を配置図に明示します。

調査の際に、居住のために使用されている住家
として判定の対象とした部分を記録します。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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②損傷状況等の記入 木造・プレハブ第1次調査 基

・「4」～「7」まで、調査票の内容に従って、記入します。
・「判定へ」に進んだ場合はそこで調査は終了します。
・｢5｣～「7」のいずれかに該当しない場合は、第１次調査には不適当であるため、第2次調査
を行います。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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③浸水深の測定と判定 木造・プレハブ第1次調査 基

最も浅い部分で浸水深を測定し当て
はまるものをチェック

判定欄に損害割合を記入し、該当欄
にチェックを入れる

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.175

①基本情報等の記入

②損傷状況等の記入

③浸水深の測定と判定

調査に関する情報（調査日時、調査員氏名）、
調査対象の住家に関する情報（住所、世帯主
氏名、居住の有無、配置図等）を記入する。

①基本情報等の記入

②損傷状況等の記入

外観目視調査※を実施するとともに、第１次調査
を利用できるかどうかの確認を行います。

②の調査結果をもとに、住家の損害割合を算定
し、被害の程度を判定する。

※第１次調査は、外部から調査可能な部位のみ調査する。

水害第１次調査（調査票Ｂ）の構成 木造・プレハブ第1次調査 基

※「判定へ」等の指示がない限り、「1」から順番に全ての項目に
ついて調査を実施する。

③浸水深の測定と判定

調査票Ａと構成は同様で、内容も「③浸水深の測定と判定」以外は同じ。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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③浸水深の測定と判定 木造・プレハブ第1次調査 基

最も深い部分で浸水深を測定し当てはまるものをチェック

判定欄に損害割合を記入し、該当欄にチェックを入れる

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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土砂等が住家及びその周辺に一様に堆積している
場合

木造・プレハブ第1次調査 基

水害により、土砂等が住家及びその周辺に一様に堆積している場合、「液状化等の地
盤被害による被害」の第1次調査票の「潜り込み」を利用します。
地
震

木造・プレハブ

・第１次調査票Ａ

・第１次調査票Ｂ

・第２次調査票

非木造
・第１次調査票

・第２次調査票

水
害

木造・プレハブ ・サンプル調査票

戸建て１～２階建てで、外力による一
定以上の損傷あり

・第１次調査票Ａ

・第２次調査票Ａ

戸建て１～２階建てで、外力による一
定以上の損傷なし

・第１次調査票Ｂ

・第２次調査票Ｂ

戸建て１～２階建てでない場合 ・第２次調査票Ａ

非木造

風
害

木造・プレハブ

非木造

地
盤
被
害

木造・プレハブ
・第１次調査票

・第２次調査票

非木造
・第１次調査票

・第２次調査票

①基本情報等の記入

②損傷状況等の記入

※「判定へ」等の指示がない限り、「1」
から順番に全ての項目について調査
を実施する。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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土砂等が住家及びその周辺に一様に堆積している
場合：①基本情報等の記入

木造・プレハブ第1次調査 基

○調査に関する情報

・調査票に番号をつけ、調査結果の集
計・管理に活用します。

・調査後必要に応じて内容を確認する
ため、調査日時、調査員氏名を記入し
ておきます。

○調査対象の住家に関する情報

・調査に立ち会った申請者から、住家
に関する情報を確認します。

・申請者から居住の実態を聞き取る等
により、判定する住家の範囲を確認し
ます。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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土砂等が住家及びその周辺に一様に堆積している
場合：①基本情報等の記入

木造・プレハブ第1次調査 基

○調査対象の住家に関する情報

・地図等から住所を把握するとともに、現地で可能な範囲で住家に関する情報を収集します。
・第２次調査、再調査に備え、判定した住家の範囲を配置図に明示します。

調査の際に、居住のために使用されている

住家として判定の対象とした部分を記録します。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.180

土砂等が住家及びその周辺に一様に堆積している
場合：②損傷状況等の記入

木造・プレハブ第1次調査 基

チェックが付いた判定
のうち、最も損害割合
の高いものを選択し、
判定表に記入します。

「６」及び「７」は調査不要

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.181

４-2．木造(第２次調査)



p.182

地
震

木造・プレハブ

・第１次調査票Ａ

・第１次調査票Ｂ

・第２次調査票

非木造
・第１次調査票

・第２次調査票

水
害

木造・プレハブ ・サンプル調査票

戸建て１～２階建てで、外力による一
定以上の損傷あり

・第１次調査票Ａ

・第２次調査票Ａ

戸建て１～２階建てで、外力による一
定以上の損傷なし

・第１次調査票Ｂ

・第２次調査票Ｂ

戸建て１～２階建てでない場合 ・第２次調査票Ａ

非木造

風
害

木造・プレハブ

非木造

地
盤
被
害

木造・プレハブ
・第１次調査票

・第２次調査票

非木造
・第１次調査票

・第２次調査票

第２次調査の調査票の種類 木造・プレハブ 基第２次調査

「戸建て１～２階建てでない」場合は第１
次調査は実施せず、第２次調査票Ａを使
用します。

「戸建て１～２階建てで、外力による一定
以上の損傷あり」の場合は第２次調査票
Ａを使用します。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.183

第２次調査の調査票Ａの構成 木造・プレハブ 基第２次調査

※「判定へ」等の指示がない限り、「1」から順番に全ての項目について調査
を実施する。

③平面図・屋根伏図へ
の損傷状況の記入

④各部位の損傷
程度・損傷面積
率の記入

①基本情報等の記入

⑤損害割合算出表によ
る損害割合の算定

②損傷状況等の記入

第２次調査については、被災者への説明に
備え、各部位の損傷状況を平面図上に記録
します。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.184

①基本情報等の記入 木造・プレハブ第２次調査 基

①基本情報等の記入

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.185

①基本情報等の記入 木造・プレハブ第２次調査 基

○調査に関する情報

・調査票に番号をつけ、調査結果の集
計・管理に活用します。

・調査後必要に応じて内容を確認する
ため、調査日時、調査員氏名を記入し
ておきます。

○調査対象の住家に関する情報

・調査に立ち会った申請者から、住家
に関する情報を確認します。

・申請者から居住の実態を聞き取る等
により、判定する住家の範囲※を確認し
ます。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.186

①基本情報等の記入 木造・プレハブ第２次調査 基

○調査対象の住家に関する情報

・地図等から住所を把握するとともに、現地で可能な範囲で住家に関する情報を収集します。
・第２次調査、再調査に備え、判定した住家の範囲を配置図に明示します。

調査の際に、居住のために使用されている住家とし

て判定の対象とした部分を記録します。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.187

②損傷状況等の記入 木造・プレハブ第２次調査 基

②損傷状況等の記入

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.188

②損傷状況等の記入 木造・プレハブ第２次調査 基

基礎の損傷率が75%以上かど
うか微妙なときは計測する。

○一見して明らかに全壊と判定できるもの等を「全壊」と判定します。

一見して住家
全部が
倒壊等

（一見全壊）

外壁又は柱
の傾斜が

１／２０以上

基礎／柱（又
は耐力壁）の

損傷率が
７５％以上

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.189

③平面図・屋根伏図への損傷状況の記入 木造・プレハブ第２次調査 基

③平面図・屋根伏図への損傷状況の記入

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.190

③平面図・屋根伏図への損傷状況の記入 木造・プレハブ第２次調査 基

損傷が広範囲に渡る場
合は損傷程度・面積率
を記載すると便利です。

平面図（及び屋根伏図）に損傷状況を記入します

色・線種・ハッチング等の
工夫をして、図面上に各
部位の損傷箇所、損傷程
度を記入します。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.191

④各部位の損傷程度・損傷面積率の記入 木造・プレハブ第２次調査 基

④各部位の損傷程度・損傷面積率の記入

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.192

■床 １階（主要階）：２階（その他階）＝ ２ ： １

２／３ １／３ ＝ ０.７ ： ０.３

■屋根 １階（主要階）：２階（その他階）＝ １ ： １

１／２ １／２ ＝ ０.５ ： ０.５

床
１

２
：

屋根 １

１
：

主要階とその他階の面
積率を記入します

木造・プレハブ第２次調査 基④各部位の損傷程度・損傷面積率の記入

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.193

＜主要階とその他階の面積比率について＞
平屋の場合

住戸全体を主要階として調査 床

屋根

④各部位の損傷程度・損傷面積率の記入 基木造・プレハブ第２次調査

１

１

０

０

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

～10％ ～20％ ～40％ ～60％ ～80％ ～100％ 計

0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1

0 1 1 2 2 3 計×(2)

1 1 2 3 4 5
1 2 3 5 6 8

1 2 4 6 8 10

その他階
面積率
無被害

程度Ⅰ

程度Ⅱ

程度Ⅲ

程度Ⅳ

程度Ⅴ

C

「その他の階」の欄は
空欄で良い

１

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.194

■床 １階（主要階）：２・３階（その他階）＝ ２ ： １

１／３ ２／３ ＝ ０.３ ： ０.７

■屋根 １階（主要階）：２・３階（その他階）＝ ０ ： １

■床 １階（主要階）：２階（その他階）＝ １ ： １

１／２ １／２ ＝ ０.５ ： ０.５

■屋根 １階（主要階）：２階（その他階）＝ ０ ： １

０ １ ＝ ０ ： １

＜主要階とその他階の面積比率について＞

０ １ ＝ ０ ： １

総２階建の場合

総３階建の場合

床

屋根
０

１
：

１

１

：

床

屋根
０

１
：

２

１

：

各部位の損傷程度、損傷面積率 木造・プレハブ第２次調査 応

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.195

主要階とその他階に分けて、損傷程度ごとの
損傷面積率を把握します。

④各部位の損傷程度・損傷面積率の記入 木造・プレハブ第２次調査 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.196

程度Ⅲの損傷面積率10％

無被害の損傷面積率90％

合計の損傷面積率 100％

④各部位の損傷程度・損傷面積率の記入 木造・プレハブ第２次調査 基

青い楕円の位置に○がついていたとすると、損傷程度ごとの面積率は以下の通りです。
この際、面積率の合計が100％を超えないよう注意します。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.197

④各部位の損傷程度・損傷面積率の記入 木造・プレハブ第２次調査 基

＋

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.198

④各部位の損傷程度・損傷面積率の記入 木造・プレハブ第２次調査 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.199

④各部位の損傷程度・損傷面積率の記入 木造・プレハブ第２次調査 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.200

設備に損傷程度は設定されていないので、設備ごとに損害割合を把握します。

○設備（浴室、台所、その他）ごとに目視で損害割合を把握します。

○浴室３％、台所３％、その他４％の範囲内で、適宜判定します。

○その他の設備には、水廻りの設備（トイレ、洗面台、給湯器等）、ベランダ等が
含まれます。

○各設備について、損傷状況及び当該設備が存する階を記入します。

○階ごとの合計値が各階の部位別損害割合になります。

④各部位の損傷程度・損傷面積率の記入 木造・プレハブ第２次調査 基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.201

⑤損害割合算出表による損害割合の算定 木造・プレハブ第２次調査 基

⑤損害割合算出表による
損害割合の算定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.202

⑤損害割合算出表による損害割合の算定 木造・プレハブ第２次調査 基

①各部位のb欄～g欄を記入

② d列計（あ）とg列計（い）を比較

(③ 大きい方の列の値をh列に記入)

(④d列計（あ）※とh列計（う）を比較)
※あ＜いの場合はg列計（い）

調査票「Ａ（Ｂ）－３」から転記

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.203

⑤損害割合算出表による損害割合の算定 木造・プレハブ第２次調査 基

①各部位のb欄～g欄を記入

② d列計（あ）とg列計（い）を比較

(③ 大きい方の列の値をh列に記入)

(④d列計（あ）※とh列計（う）を比較)
※あ＜いの場合はg列計（い）

＋

ｂとｃを足して、
小数点以下第１位で四捨五入

＝

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.204

⑤損害割合算出表による損害割合の算定 木造・プレハブ第２次調査 基

①各部位のb欄～g欄を記入

② d列計（あ）とg列計（い）を比較

(③ 大きい方の列の値をh列に記入)

(④d列計（あ）※とh列計（う）を比較)
※あ＜いの場合はg列計（い）

「13．柱（又は耐力壁）」の損害割
合が11%以上（部位別構成比
15%×損傷率75%=11.25%以上）
の場合は「全壊」

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.205

⑤損害割合算出表による損害割合の算定 木造・プレハブ第２次調査 基

①各部位のb欄～g欄を記入

② d列計（あ）とg列計（い）を比較

(③ 大きい方の列の値をh列に記入)

(④d列計（あ）※とh列計（う）を比較)
※あ＜いの場合はg列計（い）

×１.２５

×０.５

１階（主要階）の価値の考慮

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.206

⑤損害割合算出表による損害割合の算定 木造・プレハブ第２次調査 基

①各部位のb欄～g欄を記入

② d列計（あ）とg列計（い）を比較

(③ 大きい方の列の値をh列に記入)

(④d列計（あ）※とh列計（う）を比較)
※あ＜いの場合はg列計（い）

＋

ｅとｆを足して、

小数点以下第１位で
四捨五入

＝

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.207

⑤損害割合算出表による損害割合の算定 木造・プレハブ第２次調査 基

①各部位のb欄～g欄を記入

② d列計（あ）とg列計（い）を比較

(③ 大きい方の列の値をh列に記入)

(④d列計（あ）※とh列計（う）を比較)
※あ＜いの場合はg列計（い）

ｇは、各部位の構成比を
上回ることはできません

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.208

⑤損害割合算出表による損害割合の算定 木造・プレハブ第２次調査 基

①各部位のb欄～g欄を記入

② d列計（あ）とg列計（い）を比較

(③ 大きい方の列の値をh列に記入)

(④d列計（あ）※とh列計（う）を比較)
※あ＜いの場合はg列計（い）

②比較

大小

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.209

⑤損害割合算出表による損害割合の算定 木造・プレハブ第２次調査 基

①各部位のb欄～g欄を記入

② d列計（あ）とg列計（い）を比較

(③ 大きい方の列の値をh列に記入)

(④d列計（あ）※とh列計（う）を比較)
※あ＜いの場合はg列計（い）

傾斜が２cm以上の場合
「う」を計算

③転記

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.210

⑤損害割合算出表による損害割合の算定 木造・プレハブ第２次調査 基

④比較

①各部位のb欄～g欄を記入

② d列計（あ）とg列計（い）を比較

(③ 大きい方の列の値をh列に記入)

(④d列計（あ）※とh列計（う）を比較)

※あ＜いの場合はg列計（い）

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.211

地
震

木造・プレハブ

・第１次調査票Ａ

・第１次調査票Ｂ

・第２次調査票

非木造
・第１次調査票

・第２次調査票

水
害

木造・プレハブ ・サンプル調査票

戸建て１～２階建てで、外力による一
定以上の損傷あり

・第１次調査票Ａ

・第２次調査票Ａ

戸建て１～２階建てで、外力による一
定以上の損傷なし

・第１次調査票Ｂ

・第２次調査票Ｂ

戸建て１～２階建てでない場合 ・第２次調査票Ａ

非木造

風
害

木造・プレハブ

非木造

地
盤
被
害

木造・プレハブ
・第１次調査票

・第２次調査票

非木造
・第１次調査票

・第２次調査票

第２次調査の調査票の種類 木造・プレハブ 基第２次調査

「外力による一定以上の損傷なし」
の場合は調査票Bを使用します

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.212

第２次調査の調査票Ｂの構成 木造・プレハブ 基第２次調査

※「判定へ」等の指示がない限り、「1」から順番に全ての項目について調査
を実施する。

③平面図・屋根伏図へ
の損傷状況の記入

④各部位の損傷
程度・損傷面積
率の記入

①基本情報等の記入

⑤損害割合算出表によ
る損害割合の算定

②損傷状況等の記入

第２次調査については、被災者への説明に
備え、各部位の損傷状況を平面図上に記録
します。

※構成は第２次調査表Aと同様

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.213

４-３．非木造



p.214

調査票の種類 非木造 基

地
震

木造・プレハブ

・第１次調査票Ａ

・第１次調査票Ｂ

・第２次調査票

非木造
・第１次調査票

・第２次調査票

水
害

木造・プレハブ ・サンプル調査票

戸建て１～２階建てで、外力による一
定以上の損傷あり

・第１次調査票Ａ

・第２次調査票Ａ

戸建て１～２階建てで、外力による一
定以上の損傷なし

・第１次調査票Ｂ

・第２次調査票Ｂ

戸建て１～２階建てでない場合 ・第２次調査票Ａ

非木造

風
害

木造・プレハブ

非木造

地
盤
被
害

木造・プレハブ
・第１次調査票

・第２次調査票

非木造
・第１次調査票

・第２次調査票

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.215

調査票の構成 基非木造

③平面図・屋根伏図へ
の損傷状況の記入④各部位の損傷

程度・損傷面積
率の記入

①基本情報等の記入

⑤損害割合算出表によ
る損害割合の算定

②損傷状況等の記入

被災者への説明に備え、各部位の
損傷状況を平面図上に記録します。

※「判定へ」等の指示がない限り、「1」から順番に全ての項目について調査を実施する。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.216

①基本情報等の記入 基非木造

①基本情報等の記入

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.217

①基本情報等の記入 基

○調査に関する情報

・調査票に番号をつけ、調査結果の集
計・管理に活用します。

・調査後必要に応じて内容を確認する
ため、調査日時、調査員氏名、所在地、
世帯主を記入しておきます。
・住家であるに✔を入れます。

非木造

○調査対象の住家に関する情報

・調査に立ち会った申請者から、住家
に関する情報を確認します。

・申請者から居住の実態を聞き取る等
により、判定する住家の範囲を確認し
ます。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.218

①基本情報等の記入 基

○調査対象の住家に関する情報

・地図等から住所を把握するとともに、現地で可能な範囲で住家に関する情報を収集します。
・第２次調査、再調査に備え、判定した住家の範囲を配置図に明示します。

調査の際に、居住のために使用されている住家として
判定の対象とした部分を記録します。

非木造

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.219

②損傷状況等の記入 基非木造

②損傷状況等の記入

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.220

②損傷状況等の記入 基

○外観、傾斜等により「全壊」かどうかを判定します。

非木造

一見して住家全部が
倒壊等

（一見全壊）

外壁又は柱の傾斜が
１／３０以上

（基礎ぐいを用いる住
家で）傾斜が1/60以
上1/30未満かつ、最
大沈下・露出量30ｃ

ｍ以上

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.221

②損傷状況等の記入 基非木造

○構造を確認し「８．柱（又は耐力壁）」で調査する部位を決定します。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.222

③平面図・屋根伏図への損傷状況の記入 基非木造

③平面図・屋根伏図へ
の損傷状況の記入

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.223

③平面図・屋根伏図への損傷状況の記入 基非木造

損傷が広範囲に渡る場
合は損傷程度・面積率
を記載すると便利です。

色・線種・ハッチング等の
工夫をして、図面上に各
部位の損傷箇所、損傷程
度を記入します。

○判定する世帯の住家の平面
図を記入し、損傷状況を記入

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.224

④各部位の損傷程度・損傷面積率の記入 基非木造

④各部位の損傷程度・
損傷面積率の記入

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.225

④各部位の損傷程度・損傷面積率の記入 基

損傷程度毎に該当する損傷面積率の列の値（損害割合）に○印
※面積率の合計は100％を超えない

程度Ⅴの損傷面積率60％

無被害の損傷面積率40％

合計の損傷面積率 100％

「11．床・梁」は、床、梁について、それぞれ調
査を行うため、 例えば、床は該当する欄の左

に○印、梁は該当する欄に✔印のとする等、
別々に合計できるよう工夫

非木造

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.226

④各部位の損傷程度・損傷面積率の記入 基

各部位毎に、表内の数字を足し合わせて「計」の欄に記入

損害割合が38%以上（部位別構成比50%×損
傷率75%=37.5%以上）となった場合、「判定」
に進み、「全壊」にチェックを入れて終了

梁の損害割合が８%以上（部位別構成比10%×
損傷率75%=7.5%以上）となった場合、「判定」
に進み、「全壊」にチェックを入れて終了

非木造

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.227

④各部位の損傷程度・損傷面積率の記入 基非木造

設備に損傷程度は示されていないため、設備ごとに損害割合を把握

※配線、配管等目視できない設備は柱（又は梁）又は外壁の各部位に含まれてい
るとする

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.228

⑤損害割合算出表による損害割合の算定 基非木造

⑤損害割合算出表に
よる損害割合の算定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.229

基非木造⑤損害割合算出表による損害割合の算定

部位毎の損害割合を転記し、合計を算出する
「傾斜有」の欄は、傾斜の平均値が２ｃｍ以上の場合のみ利用

大きい方の数字を転記

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
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４-4．集合住宅の取り扱い
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原則として
一棟全体で判定

浸水していない

明らかに
被害程度が異なる

浸水

集合住宅の取扱い 木造・プレハブ第２次調査 基第１次調査 非木造

運用指針・総則p.10「９．集合住宅の取扱いについて」

⇒ 原則として１棟全体で判定し、その結果をもって各住戸の被害

として認定

⇒ ただし、各住戸間で明らかに被害程度が異なる場合は、各住戸

ごとに判定し認定することも必要
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・罹災証明書の概要等



p.232

集合住宅の取扱い 木造・プレハブ第２次調査 基第１次調査 非木造

１棟全体を100％として損害割合を

算出し、その損害割合が該当住戸
の損害割合となる

１世帯が使用している範囲を１戸（１棟）として判定可

１棟判定

各戸判定可

浸水

浸水して
いない

ただし、（水害で浸水した階と浸水しなかった
階のように）各住戸間で明らかに被害程度が
異なる場合は、各住戸ごとに判定し認定する
ことも必要。

(建物全体の傾き・損傷など、軀体の
被害は建物全体共通の被害なので)
原則として一棟全体で判定し、その
結果をもって各住戸の被害として認
定。

外壁

屋根

柱

天井

内壁

建具

床

設備
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１棟全体を100％として損害割合を算出し、
その損害割合が各住戸の損害割合となる

１棟判定の場合

１棟全体を平屋と
考えて調査します

集合住宅の取扱い 木造・プレハブ第２次調査 基第１次調査 非木造

浸水
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×１.２５

×０.５

１階（主要階）の価値の考慮

１棟全体を100％として損害割合を算出し、その
損害割合が該当住戸の損害割合となる１棟判定の場合

【２階建等の住家における１階等の価値を考慮した損害割合の算定】

は、「１世帯で２以上の階を使用している場合に限り」ますので、一棟
全体判定の場合は計算しません。

集合住宅の取扱い 木造・プレハブ第２次調査 基第１次調査 非木造

浸水
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各戸判定の場合

浸水

１世帯が使用している範囲を１戸（１棟）
として判定可

例えば、ピンク点線の範囲と想定すると、

平屋建と同じ考え方で調査すれば良いことになり
ます。

また、２階以上で１層の住戸の場合でも、住戸の階
を主要階として考え、同様に調査します。

屋根、基礎、柱（又は耐力壁）、外壁は、建物共通の
被害ともいえるため、１棟全体判定の部位別損傷割
合を用いることができます。

建物全体の屋根の
損傷割合を使用可

集合住宅の取扱い 木造・プレハブ第２次調査 基第１次調査 非木造
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集合住宅の取扱い 木造・プレハブ第２次調査 基第１次調査 非木造

浸水

建物全体の屋根の
損傷割合を使用可

×１.２５

×０.５

１階（主要階）の価値の考慮

各戸判定（メゾネット住宅）の場合
１世帯が使用している範囲を
１戸（１棟）として判定可

例えば、ピンク点線の範囲と想定すると、

２階建の戸建て住宅と同じ考え方で調査すれば良いこ
とになります。

この場合、主要階の重み付けについても計算しましょう。
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５．調査上の留意点

【章の内容】
現地調査を行う上での受けることの多い質問の内容とその回答につい
て整理している。現地調査に赴く際には当該内容について理解をして
おくことが望ましい。



p.238

被害認定調査そのものに関する質問

建築の専門家ではないのに、被害の程度の判定ができるのですか。

専門家でなくても、被害の程度が判断できる調査・判定方法を内
閣府で作成しており、その方法により判定しています。

被害認定調査を拒否すると、どうなるのですか。

被災者の方が調査を拒否されている場合、調査員が強制的に
調査を行うことはありません。

ただし、各種支援策の適用の判断の基準となる「被害の程度」を
認定する被害認定調査を行わないと、原則罹災証明書が交付
できず、支援策が受けられない場合があります。
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被害認定調査そのものに関する質問

保険会社の調査と何が違うのですか。

住宅総合保険等に加入している住宅が被災した場合、保険金の
算定のため、鑑定人が被害額の査定等を行います。

一方、被害認定調査は、住家の主要な構成要素の経済的被害の
割合により被害の程度を認定するための調査であり、その結果
が記載された罹災証明書は、各種支援策の適用の判断に活用さ
れています。

補修にかかる費用が非常に高額になる場合は、全壊と判定してもらえ
るのですか。

被害認定調査は、住宅の主要な構成要素の経済的被害の全体
に占める割合で被害の程度を認定するため、規模の大きい住宅
等では、補修に係る費用が非常に高額であっても、全壊と認定さ
れない場合もあります。
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被害認定調査の手法に関する質問

被害がひどくてとても住めない場合は、全壊と判定してもらえるのです
か。

損壊が甚だしくても、補修により再使用可能なものは半壊とされて
います。

実際には、被害認定調査において算定される住宅の損害割合を
もとに被災住宅の被害の程度は認定されます。

住宅の中の家財道具にも大きな被害があるのですが、被害認定に反
映されるのですか。

家財道具の被害は、住宅の被害認定には反映されませんが、所
得税の軽減等の支援措置を受けられる場合もありますので、税
務署等にご相談ください。
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被害認定調査の前に取り壊し／補修を済ませてしまうと、被害認定をし
てもらえないのですか。

住宅の損傷等を確認できなければ、被害を認定できません。取り
壊し／補修の前にお住まいの市区町村へご連絡ください。また、
どうしても調査の前に取り壊し／補修を行う必要がある場合には、
損傷状況の分かる写真等客観的な証拠を残しておいてください。

被害認定調査の手法に関する質問

住宅だけでなく、地盤にも被害があるのですが、住宅の被害認定に反
映されるのですか。

地盤そのものの被害は、住宅の被害認定には反映されませんが、
地盤被害の影響による住宅の基礎等の損傷又は機能損失につ
いては、住宅の被害認定に反映されます。
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被害認定調査結果についての質問

この家に住み続けても大丈夫ですか。

被害認定調査は、居住可能かどうかを判定することはできません。
別途、建築士等にご相談ください。なお、当面の使用の可否につ
いては、応急危険度判定が、恒久的な復旧方法については、被災
度区分判定が参考になります。

全壊と判定された住宅は、取り壊した方が良いのですか。

被害認定調査により認定する被害の程度は、住宅の復旧方法を
検討するものではありません。被災した住宅の再建方法について
は、別途、建築士等にご相談ください。

※参考：過去の災害では非木造建築物の調査に建築士の同行を依頼し、こうした質問への対応
を行った事例があります
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６．罹災証明書の交付

【章の内容】
罹災証明書の交付にむけた準備や交付の体制、具体的な手順等につい
て整理。
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罹災証明書交付の流れとスケジュール 基

交付体制の整備

交付方針の決定

罹災証明書交付の広報

罹災証明書の交付

◼罹災証明書交付の流れは以下の通り。以下各項目毎に説明。

各種被災者支援策の実施

⑨第2次調査の申請（被災者から申請
・依頼があった場合）

①事前準備（資機材調達・会場設営等）

発
災
か
ら
１
ヶ
月
程
度

（災
害
規
模
等
に
よ
る
）

②申請者の誘導・整理

④申請書の受理

⑤判定結果の探索

⑦再探索の実施

③申請書の記入

⑥被害程度の確認・
再調査依頼が可能である旨の周知

⑧罹災証明書の交付

結果が得られなかった場合

⑩再調査依頼の受け付け・
再調査の実施

⑪再調査の依頼が繰り返さ
れる場合の対応
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罹災証明書交付体制の整備

①体制の整備

◼庁内の罹災証明書交付体制の整備にあたり、担当部署を決定する。

◼交代要員も含め庁内で確保できない場合は、応援人員を確保する（次ページ以降に記載）。

参考

◼担当部署の調整にあたっては、被害認定調査の担当部署が継続して担当する場合
と、住民課等の住民基本台帳の管理を担当する部署が実施する場合とがある。

◼過去の事例では、交付業務・住民対応が長時間・長期間にわたり、対応職員が疲弊
することが問題として指摘されており、交代要員の準備が肝要となる。

◼災害の規模にもよるが、概ね、交付に必要な人員は少なくとも15名、交代要員を含
めると30名程度が必要となる。

②台帳による管理

◼被災者台帳を整備していることを前提として、罹災証明書の交付は被災者台帳で管理することとす
る。

基
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【応援人員の受入と要請】

基
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・罹災証明書の概要等

罹災証明書交付体制の整備

・庁内のみでは必要な人員を確保できない場合、他の地方公共団体や民間団体等へ応援を
依頼する。

・応援の要請から受入（受援）までの流れは以下の通り。

④応援職員の管理

①応援の要請

③応援職員の受入

・「応援要請業務の内容」「応援要請の人数」「応援要請の期間」
を明らかにして、各団体に応援

⑤応援の終了と精算

・指揮命令系統や引き継ぎの方法などについて定め、管理

・応援が不要となった段階で終了し、費用精算を実施

②応援職員の受入体制の確保
・資機材や業務マニュアル、活動スペースを確保
・宿泊場所や移動手段を確保

・受入手続き、情報共有の方法、研修方法等を定めて受入
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基

①応援の要請
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【応援人員の受入と要請】

罹災証明書交付体制の整備

【応援要請の手続き】

○具体的な応援要請の手続きは、庁内全体として、事前に「受援計画」などで定めておき、そ
れに基づいて実施。

＞通常は、罹災証明書交付を担当する部署から、危機管理や人事等庁内全体の応援要
請の窓口となっている部署に、必要な人員等の情報を伝達し、庁内全体の窓口となっ
ている部署が意思決定者の承認のもと、地方公共団体や民間団体に要請する。

○地方公共団体に応援要請する場合には、以下のような例がある。
－総務省の「応急対策職員派遣制度」の活用等による都道府県への応援要請
－都道府県内における相互応援協定に基づく応援要請
－独自に締結している協定に基づく応援協定

○民間団体については、会場整理等で行政書士等の支援を受けた事例がある。

【応援要請の留意点】
○人員が不足する場合には、「躊躇なく」「速やかに」要請することが重要。



p.248

基

①応援の要請（続き）
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【応援人員の受入と要請】

罹災証明書交付体制の整備

【応援要請の際に明確にすべきこと】
○人員数

－必要と思われる人員数は躊躇なく要請する。（人員不足により対応が遅れることは、被災
者に対し大きな影響を及ぼすため）

○希望する職種

－罹災証明書の交付手続は、通常の行政手続と大きく異なる部分はないため、通常は、「一
般行政職員」などの職種提示を行うことが多い。

○希望する従事期間

－災害の規模や種類、応援職員への業務説明や研修等の準備期間を踏まえ、適切な期間
を要請する必要がある。

－従事期間を数日程度の短期間とした場合、受入自治体の負担増加などの課題が生じるこ
とが考えられるため、応援職員１人当たりの期間を一定程度確保できるよう、応援元団体
と調整を実施することが肝要。

○依頼する業務内容

－実際の窓口業務の他、会場整理や窓口への案内、申請受付したデータの処理など、ど
のような業務を依頼するのかを明確にする。
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基

②応援職員の受入体制の確保

○応援職員の要請とともに、受入準備を実施（原則災害発生前に実施しておくこと）

【受入準備として実施するべきこと】
○応援職員等の執務スペース

－応援職員の集合、応援職員の集合や業務内容の説明・確認、休養のための場所が必要と
なり、空き会議室や空きスペースなどを活用して用意

○資機材

－基本的に罹災証明書交付に必要なものは、受援団体側で用意し、応援団体職員に対して
は個人で利用する事務用品についての持参を要請

○各種マニュアル

－発災後に用意する場合は簡易な物で、会場案内の方法や会場のレイアウト、受付方法や
その書類の整理方法（入力方法や写真の保管方法）などを整理

○移動手段
－公用車を利用。宿泊場所から庁舎等への移動については、応援団体側で対応

○宿泊場所
－原則応援団体側に確保を依頼

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

【応援人員の受入と要請】

罹災証明書交付体制の整備
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基

③応援職員の受入

○職員受付時には、所定のマニュアルに従って手続きを行う
－通常、受付を行い、団体名や氏名・活動期間・宿泊場所・移動手段などについて把握

○最初の打ち合わせにおいて被災地の状況や応援職員に依頼する業務内容を伝達

－罹災証明書交付の全体的な流れや、会場案内・受付上の留意点の他、執務場所や休憩
場所、必要な資機材等の保管場所、一日のスケジュールなどの説明を行います。

④応援職員の管理

○指揮命令系統を明確にし、管理を適切に実施
○応援職員の交代がある場合、引き継ぎを実施（原則応援団体に依頼する）

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

【応援人員の受入と要請】

罹災証明書交付体制の整備
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基

⑤応援の終了と精算

○罹災証明書の申請受付・交付の業務が自らの団体内の職員のみで対応可能な状態となる
など受援の必要がなくなる見込みとなった場合には、応援側の団体と調整を行い受援終了
の判断を行います。

○受援が終了した場合には庁内全体の窓口となっている部署にその旨連絡し、その後当該担
当部署において、必要に応じて経費精算の手続きを行う。

－災害を受けた地方公共団体の要請等により行った被災地域の応援等に要した経費ついて
は、特別交付税の算定対象となる。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

【応援人員の受入と要請】

罹災証明書交付体制の整備
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罹災証明書交付方針の決定

①被災証明書等の交付の要否の判断

◼被災者のニーズにあわせて「被災証明書」等の交付の要否を判断する。

②交付申請の受付の方法・タイミング

◼交付申請の受付のタイミングは、１．被害認定調査の実施前に受付（調査申請とあわせて受付）、

２．被害認定調査実施後に受付 のいずれかを選択する。その場合、被害認定調査の調査対象地域と
も連動する点に留意する。

◼高齢である、遠隔地に避難しているなど様々な理由により、被災者本人が申請に来られない場合、

代理人による申請も認めるよう対応する。（※）

※「罹災証明書の交付に係る運用について」（令和２年３月30日事務連絡内閣府政策統括官（防災担当付）参事官（事業推進担当）参照）

③交付方法の決定

◼罹災証明書の交付方法について、１．会場での交付、 ２．郵送での交付 のいずれかを選択する。

◼基本は１とし、遠隔避難者等、一部の被災者については２で代替する等の対応が望ましい。

◼会場で交付する場合、１会場でのみ交付するのか、複数会場で交付するかを検討する必要がある。

※被災地域が広範囲に及ぶ場合は、複数会場が望ましいが、その分人員が必要となる点に留意。

基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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罹災証明書交付方針の決定

④交付手数料の設定

◼交付にあたっては、地方自治法（昭和22年法律第67号）第227条及び第228条の規定により、各市町村
の条例に基づき、手数料の徴収が可能。

⑤罹災証明書様式の決定

◼罹災証明書の様式については、内閣府において統一様式を提示※している。

※「罹災証明書の様式の統一化について」（令和２年３月30日府政防第737号内閣府政策統括官（防災担当）参照）

⑥被災者台帳や個人番号の活用

◼「被災者台帳」を作成する場合には、支援施策を所管する部局に対し、あらかじめ、申請に当たって罹
災証明書の添付を求めることのないよう、申請手続きや必要書類の見直しを要請する。

◼「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」において、罹災証明
書の交付の申請の受理、審査、交付等の業務が個人番号利用事務として位置づけられたことをうけ、個
人番号をこれら業務に活用する場合は、必要な手続きを行う。

基

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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罹災証明書交付方針の決定 基

⑦交付対象者の決定

◼罹災証明書の交付対象者については、居住者世帯主のみ、又は居住者世帯主と世帯構成員の２つの
事例が多く見受けられるが、以下のメリット、デメリットも踏まえつつ、決定する。

◼なお、住民登録をしていない世帯や居住地が住民基本台帳住所と異なる世帯、外国人世帯、台帳上
は同一世帯でも居住実態として別居（世帯分離）となっている世帯等の取扱などについて、対応方針を
定めることが重要。

◼その際、被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給申請を受け付ける際にも世帯確認を行うことと
なるため、罹災証明書交付時と支給申請受付時とで、齟齬がないようにしておくことが望ましい

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

メリット デメリット

居 住 者 世 帯 主
のみ

交付枚数が限定でき、また所有
確認等の手間が不要となる。

学費の免除等、特定の世帯構成
員に係る支援制度への別途対応
の検討が必要となる。

居住者世帯主と
世帯構成員

被災者生活再建支援法以外の各
種支援策を講じる上で、あらかじ
め居住者世帯主及び世帯構成員
の双方に証明書の交付が可能と
なる。

所有者確認等の手続きが必要と
なるほか、交付枚数が増加する。

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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罹災証明書交付方針の決定 基

⑧交付枚数の設定（※）

◼被災者生活再建支援金等の様々な被災者支援策の適用を判断する基礎的資料として活用されてい
ることから、被災者によっては複数枚必要となる場合がある。

◼そのため、申請があれば複数枚の交付（原本の交付枚数を１枚とし、被災者が複数枚の交付を求める
場合には、原本証明を行うことで対応することを含む。）を認めるよう対応する。

※「罹災証明書の交付に係る運用について」（令和２年３月30日事務連絡内閣府政策統括官（防災担当付）参事官（事業推進担当）参照）

⑨交付会場の調整

◼交付会場（市役所本庁舎等）を設定する。大規模な会場確保が難しい場合は、小規模複数会場を設定
し、ある程度交付が進んだ段階で会場を集約する等、段階的に移行することも可能。

⑩交付スケジュールの決定

◼被災範囲が広範囲に及ぶ場合等は、地区別に交付時期を調整する等、交付希望者が集中しすぎない
よう、予め調整する。

【候補となる会場の条件等】
・罹災証明書交付台帳をシステム化している場合には、当該システムが稼働可能であること。シ

ステム化していない場合でも、庁内LANに接続可能であり、住民基本台帳ネットワーク等の基
本情報や、調査結果の照会等に対応するために必要な情報が閲覧可能であること。

・パソコン等必要な什器が整備されているか、搬入が容易な箇所であるとともに、必要な電源が
確保されていること。

・大勢の人が同時期に集まっても十分な空間があり、安全を確保することができること（特に申
請書記入、交付、相談等の窓口が複数設けられるスペースがあることが望ましい）。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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罹災証明書交付の広報 基

①罹災証明書交付に関する広報

◼罹災証明書の交付は、罹災証明書の交付申請書の提出を前提として、交付期間・時間、交付場所、罹
災証明書交付申請に必要な本人確認書類・持参品等について、広報する。

◼あわせて、住民登録情報と現状が異なる場合の証明書類（公共料金の領収書等）について、広報する。

◼広報手段は、ホームページや避難所、広報誌、都道府県の広報媒体、マスメディア等を活用する。

②支援施策等の広報

◼①と併せて、罹災証明書により受けることができる支援施策の内容・相談窓口について広報する。

＊参考：広報紙による広報（大分県日田市）

＊参考：自治会を通じた広報（埼玉県越谷市）

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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罹災証明書の交付 基

◼罹災証明書の交付は大きく、以下のフローで構成される。フローの順序については、実際の運
用の中で適宜見直しを行う必要がある。
※被害認定調査が完了したことを前提として、罹災証明書の交付を会場で実施する場合。

⑨第2次調査の申請（被災者から申請
・依頼があった場合）

①事前準備（資機材調達・会場設営等）

発
災
か
ら
１
ヶ
月
程
度

（災
害
規
模
等
に
よ
る
）

②申請者の誘導・整理

④申請書の受理

⑤判定結果の探索

⑦再探索の実施

③申請書の記入

⑥被害程度の確認・
再調査依頼が可能である旨の周知

⑧罹災証明書の交付

結果が得られなかった場合

⑩再調査依頼の受け付け・
再調査の実施

⑪再調査の依頼が繰り返さ
れる場合の対応

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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罹災証明書の交付：①事前準備

①事前準備：資機材等の調達

◼罹災証明書の交付にあたり、必要な資機材を準備する。

◼また、罹災証明書交付台帳を作成している場合でも、デー
タベースの漏れ等の発生時の再検索のため、記入済みの調
査票原本を用意しておくことが望ましい。

①事前準備：会場設営

◼罹災証明書の交付会場の設営を行う。

◼レイアウトの検討に当たっては、申請エリアと業務エリアを
区分するとともに、短時間で手続が済む場合は入口付近で、
そうで無い場合は会場奥へ進むようなレイアウトとなるよう
配慮する。

◼待合スペースでは各種生活再建支援制度に関するパンフ
レット等、紹介資料を掲示すると良い。

◼また、ブース方式とする場合は、他ブースの声が極力支障
とならないよう、ブーストブースの間に一定の間隔を設けるこ
とが望ましい。

【必要な資機材の例】
・パソコン
・コピー機
・プリンター
・筆記具
・電話
・整理券
・罹災証明書申請書
・罹災証明書申請書記入要領
・記入済み調査票原本
・2次調査申請書
・再調査申請書

【会場に必要なスペース・機能の例】
・申請書記入場所
・申請書提出窓口
・調査結果の提示・罹災証明書の交付スペース
・判定に関する相談スペース
・待合スペース
・職員用の休憩スペース

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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罹災証明書の交付：①事前準備

①事前準備：会場レイアウトの例

＊参考：罹災証明書交付会場の様子・レイアウト（京都府宇治市）

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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罹災証明書の交付：①事前準備

①事前準備：会場レイアウトの例

＊参考：被災者支援対策室のレイアウト（埼玉県越谷市）

パーテーション

パーテーション

被災者支援対策室レイアウト（大会議室）

キャビネット

出入口

出入口

お客様待機スペース
６×３列

ここから
出入可能

国民健康保
険・後期高齢
者医療

税金

コピー機

ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド

打合せ
スペース

図 面
ここから
出入可能

パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

ここから
出入可能

ここから
出入可能

記載スペース

相談窓口

罹災証明

支援金・
見舞金

電話応対

その他 住宅

罹災証明交付
（被害状況調査、罹災状況入

力、罹災証明交付）

ここから
出入可能

記載スペースチラシ配架

り
災
（申
告
書
受
理
）証
明
書

交
付
に
係
る
家
屋
調
査
資
料

ス
ペ
ー
ス

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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罹災証明書の交付：②申請者の誘導・整理～④申請書の受理

②申請者の誘導・整理

◼入口付近で先着順に整理券を配布する。

◼おおよその待ち時間を周知できると、負担軽減・混雑緩和につながる。

③申請書の記入

◼申請者に申請書を配布し必要事項の記入を依頼する。

◼記入要領を作成しておくと、申請者の記入の助けとなり有効。

◼申請書の記入後、待ち時間が発生することが想定されることから、あわせて本人確認書類の不備等
を確認しておくと良い。

④申請書の受理

◼整理券の番号順に窓口に誘導し、申請者から申請書を受理するとともに、1．申請者の本人確認（本
人確認書類等の確認）、2．該当建物の確認、3．世帯構成の確認 の３点を行う。

◼住民登録住所と現状が異なる場合の証明書についても併せて確認する。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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罹災証明書の交付：⑤判定結果の探索～

⑤判定結果の探索

◼書類の確認後、被災者台帳から判定結果を検索する。

◼すぐに結果が得られない場合、データベースの入力漏れ等が想定されることから、別の窓口に移し
て再探索を実施する（⑦へ）。

◼マイナンバーを利用する場合、あらかじめマイナンバーと調査結果を紐付けておけば、申請書に記
載されているマイナンバーと突合することで、迅速に探索することが可能となる。

⑥被害程度の確認・再調査依頼が可能である旨の周知

◼判定結果が出たら、画面等で被害程度を申請者に提示する。

◼被害認定調査の実施方法によって、現地で直接判定結果を伝えている場合があり、その場合は、そ
の内容と合致しているかの確認を行う。

◼あわせて、市町村に対し住家被害の再調査を依頼することが可能である旨について、申請者に周
知する。（⇒罹災証明書内にその旨を記載して周知する例も見られる）

◼申請者が判定結果に納得した場合、罹災証明書の交付に進み、納得が得られない場合は相談対応
に進むこととする。

⑦再探索の実施

◼受理した申請書について、内容が確認できなかった場合は、必要に応じて調査票原本から再探索を
実施する。結果が取得できれば⑥に進む。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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罹災証明書の交付：⑧罹災証明書の交付～⑩再調査依頼の受付・再調査の実施

⑧罹災証明書の交付

◼申請者が判定結果に納得すれば、被害程度のデータを確定し、罹災証明書を交付する。

⇨その際、公印は印刷できるようにしておくと交付の手間が簡便化される。

⇨判定結果に納得が得られず、罹災証明書を交付しない場合も進捗管理のため、判定結果を被
災者に示したことを記録に残すと良い。

⑨第2次調査申請

◼第1次調査の判定結果に納得できない申請者は、被害認定調査結果について改めて説明し、それで
も納得を得られない場合は第2次調査の受付を行うとともに、調査日の調整を行う。

⇨2次調査申請書、再調査申請書の様式を用意する。

⑩再調査依頼の受付・再調査の実施

◼第2次調査の調査結果を受け、申請者が判定結果に納得できない場合は、再調査依頼の受付を行
うとともに、調査日の調整を行う。

◼依頼内容を精査し、再調査が必要と考えられる点について、再調査を行う。

◼再調査結果を基に、申請者に対し理由と共に結果を開示し説明を行う。

⇨再調査の受付に期限を設ける等の対応をした例もある。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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罹災証明書の交付：⑩再調査依頼の受付・再調査の実施

⑩再調査依頼の受付・再調査の実施

＊参考：再調査の申請書（大分県竹田市）

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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罹災証明書の交付：⑪再調査が繰り返される場合の対応

⑪再調査が繰り返される場合の対応

◼判定結果に納得しない被災者から再調査依頼がたびたび繰り返されるケースもある。

◼この場合の対応として、

1．被災者と一緒に第2次調査を行い調査票を記入する

2．調査に建築専門家が同行する

3．判定委員会を設置する 等の対応が想定される。

＊参考：判定委員会を設置した例（兵庫県宍粟市）

○宍粟市被害家屋等調査判定委員会規程（平成21年８月10日訓令第13号）
（設置）

第１条 災害等における市内の被害家屋等調査の審査に際し、適正な判定に基づく被害認定を行うため、宍粟市被害家屋等調
査判定委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（所掌事務）
第２条 委員会は、次の事項を所掌する。
(１) 被害家屋等判定結果に対する再調査依頼による調査結果の審査及び被害認定に関すること。
(２) その他被害家屋等調査の審査及び被害認定に関し必要な事項

（組織）
第３条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
２ 会長は、市長をもって充てる。
３ 副会長は、副市長をもって充てる。
４ 委員は、市民局長、企画部長、総務部長、生活環境部長及び土木部長をもって充てる。
５ 会長が必要と認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
（職務）
第４条 会長は、会務を総理し、委員会の議長となる。
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
（招集）
第５条 委員会は、会長が必要に応じて招集する。
（庶務）
第６条 委員会の庶務は、被害家屋等調査担当課において行う。
（その他）
第７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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７．参考資料

【章の内容】
ここでは、被害認定基準の詳細な内容やこれまでの運用指針等の改訂
の経緯、建物の構造について補足資料を添付している。
建物の構造については、建築や税務部門以外の職員で必要な場合に参
照されたい。
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参考：住家全壊について（詳細）

（「災害の被害認定基準について」平成１ ３ 年６ 月２ ８ 日府政防第５ １ ８ 号より）

応

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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居住のための
基本的機能を喪失

住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失
＜または＞

住家の損壊が甚だしく、補修により
元通りに再使用することが困難

①住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家
の延床面積の７０％以上に達した程度のもの（損壊基準判定）

＜または＞

②住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損
害割合で表し、その住家の損害割合が５０％以上に達した程
度のもの（損害基準判定）

＝

具体的に数値基準を２種類設定

参考：住家全壊について（詳細） 応

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.269

参考：住家半壊について（詳細）

（「災害の被害認定基準について」平成１ ３ 年６ 月２ ８ 日府政防第５ １ ８ 号より）

応

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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参考：大規模半壊について（詳細） 応

・大規模半壊の定義

（「被災者生活再建支援法施行
令の一部を改正する法律の施
行について」平成22年9月3日付
府政防第608号内閣府政策統
括官（防災担当）通知より）

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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参考：中規模半壊について（詳細） 応

・中規模半壊の定義

（「被災者生活再建支援法施行
令の一部を改正する法律の施
行について」令和2年12月4日付
府政防第1746号内閣府政策統
括官（防災担当）通知より）

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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参考：準半壊について（詳細） 応

・準半壊の定義

（「災害救助事務取扱要領
（令和２年３月30 日付け内
閣府政策統括官（防災担
当））」より）
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調査マネジメント
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参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付
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住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等
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参考：判定基準の主な経緯 応

昭和43年

平成13年

「災害の被害認定基準」の統一

「災害の被害認定基準」の改正（H13.6.28)
「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」の作成

平成16年 被災者生活再建支援法の一部改正(H16.3.31) （居住安定支援制度創設に伴い「大規模半壊」の区分追加）

「浸水等による住宅被害の認定について」(H16.10.28)

被災者生活再建支援法の一部改正(H19.11.16)（定額（渡し切り）方式、年収・年齢要件の撤廃）

平成19年

平成21年 「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」の改定

平成10年 被災者生活再建支援法の制定(H10.5.22)

平成25年 「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」の改定

平成30年 「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」の改定

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

令和２年 「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」の改定

「災害救助事務取扱要領（令和２年３月30 日付け内閣府政策統括官（防災担当））」（「準半壊」の区分追加）

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

令和３年 「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」の改定

被災者生活再建支援法の一部改正(R2.11.30) （「中規模半壊」の区分追加）
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２．
調査マネジメント
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参考資料
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調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

参考：「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（令和３年３月）の改定について

応概 要

（１）被害認定区分の見直し

被災者生活再建支援法（令和２年１２月４日公布・施行）の改正により、支援対象として追加された
中規模半壊世帯（損害割合３０％以上４０％未満の被害（以下「中規模半壊」という。）の世帯）に関
する浸水深による簡易判定の基準を設けるための検討等を行い、以下の見直しを実施。

判定する住家の被害の程度は、｢全壊｣(損害割合50％以上)、「大規模半壊」(損害割合40％以上50％
未満)、「中規模半壊」（損害割合30％以上40％未満）、「半壊」(損害割合20％以上30％未満)、「準
半壊」(損害割合10％以上20％未満)又は「準半壊に至らない(一部損壊)」(損害割合10％未満)の６区分
とする。

水害による第１次調査における浸水深による判定基準について、木造・プレハブの戸建ての１～２階
建てで、津波、越流、堤防決壊等水流や汚泥、瓦礫等の衝突等の外力が作用することによる一定以上の
損傷が発生している場合、床上0.5m以上１m未満の浸水の場合には、「中規模半壊」と判定する。

（２）水害における第１次調査フローの見直し

外力による一定以上の損傷

発生している場合 発生していない場合

全 壊 住家流失 又は 床上１.８m以上の浸水

-

大規模半壊 床上１ｍ以上１.８ｍ未満の浸水

中規模半壊 床上０.５ｍ以上１ｍ未満の浸水

半 壊 床上０.５ｍ未満の浸水

準半壊 -

準半壊に至らない（一部損壊） 床下浸水 床下浸水
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参考：「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（令和３年３月）の改定について
応

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

（３）液状化等の地盤被害における調査フローの見直し

液状化等の地盤被害による被害認定調査について、不同沈下があり、傾斜が1/100以上1/60未満又は
基礎の天端下25cmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込んでいる場合には、半壊（損害割合20％以
上30％未満）と判定する。

サンプル調査による被害認定の調査・判定方法に係る具体的な手順を提示する。
・区域内にある【木造・プレハブ】戸建ての１～２階建ての住家のすべてにおいて、津波、越流、
堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が作用することによる一定以上の損傷が発生し、
床上1.8ｍ以上浸水したことが一見して明らかな場合、サンプル調査（当該区域の四隅に立地する
住家の調査）により、当該区域内の当該住家すべてを全壊と判定する。

・なお、区域内に上記以外の住家があってもサンプル調査は可能であり、これらの住家については、
別途第２次調査により判定する。

（４）水害によるサンプル調査における手順の明確化

①又は②のいずれかに該当 ① 傾斜による判定 ② 住家の潜り込みによる判定

全 壊 外壁又は柱の傾斜が1/20以上
床上１ｍまでのすべての部分が

地盤面下に潜り込み

大規模半壊 不同沈下があり、傾斜が1/60以上1/20未満
床までのすべての部分が
地盤面下に潜り込み

中規模半壊 - -

半 壊 不同沈下があり、傾斜が1/100以上1/60未満
基礎の天端下25cmまでのすべての部分が

地盤面下に潜り込み
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参考：罹災証明書の統一様式について 応

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

「罹災証明書の様式の統一化について」（令和２年３月30日付け府政防第737号内閣府政策統括官（防災担当）通知）

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.277

参考：罹災証明書の統一様式の改定について 応

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

「罹災証明書の統一様式の改定について」（令和２年12月４日付け府政防第1747 号内閣府政策統括官（防災担当）通知）

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.278

参考：罹災証明書の交付に係る運用について 応

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

「罹災証明書の交付に係る運用について」（令和２年３月30日付け内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（事業推進担当）事務連絡）

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.279

参考：住家の被害認定調査における写真撮影に係る留意事項について 応

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

「住家の被害認定調査における写真撮影に係る留意事項について」
（令和２年７月５日付け内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（被災者生活再建担当）事務連絡）

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.280

参考：罹災証明書交付業務における新型コロナウイルス感染症対策について 応

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

「罹災証明書交付業務における新型コロナウイルス感染症対策について」
（令和２年５月27日付け内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（被災者生活再建担当）事務連絡）

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.281

参考：改正後の番号利用法における罹災証明書の交付に関する事務の運用について 応

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

「「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術
の利用に関する法律等の一部を改正する法律」の公布に伴う改正後の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」における罹
災証明書の交付に関する事務の運用について」（令和元年５月31日付け府政防第113号（内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（事業推進担当）））



p.282

応

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等

参考：改正後の番号利用法における罹災証明書の交付に関する事務の運用について



p.283

参考：UR都市機構との協定 応

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

「災害時の住家の被害認定業務支援に関する内閣府と独立行政法人都市再生機構との協定について」
（令和２年５月27日付け内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（被災者生活再建担当）事務連絡）

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.284

7-2．家屋の構造について



p.285

基木造・プレハブ構造の種類

■在来工法
柱と、梁、桁、胴差等の横架材によって構成される軸組を
主体とする工法。小屋組は、一般に和小屋である。近年
は、壁に筋かいが入ることが多い。

■枠組み壁工法
枠材に合板を釘打ちしたパネルで、壁や床を構成する工
法。小屋組は、一般に洋小屋（トラス）である。この工法の
代表例として、２×４インチの断面の木材を用いるツーバ
イフォーがある。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.286

基木造・プレハブ構造の種類

■木質系プレハブ工法
柱がなく、断熱材や仕上を接着した工場生産の木質系パ
ネルによる壁式構造のパネル工法が主流である。

■鉄骨系プレハブ工法
一般に軽量鉄骨による軸組を主体とする工法である。重
量鉄骨を用いたものもある。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.287

基木造・プレハブ構造の部位

屋根

基礎

建具（窓）

住家の被害認定調査は、建物の「部位」ごとに評価を行う。そのため、部位についてお
およその内容を理解しておくことが重要

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.288

基非木造の種類

■鉄骨造
柱や梁など主要な構造部分に鋼材を用いたものを鉄骨
造（S造）と呼ぶ。柱と梁で立体的な格子状骨組みを

形成し、適時、床や水平ブレース、ブレースによる耐
力壁など併用する。鋼材は火災に弱いため、表面を耐
火材で覆うことが多い。外壁にはＡＬＣ版（気泡コン
クリート板）が多用される。

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.289

基

■鉄筋コンクリート造
組み立てた鉄筋の周囲にコンクリートを打設し、一体としたものを鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）という。主に壁式
構造と、ラーメン構造がある。あらかじめ作ったプレキャストコンクリート部材を用いる場合はPCa工法と呼ばれる。
また、大スパン・高層化の場合は、鉄骨を併用した鉄骨鉄筋コンクリート構造（SRC造）が用いられる。

○壁式構造

住宅のように壁が多い建物の作り方として、柱や梁を用い
ずに壁と床だけで箱のように建物の構造部を構成していく
方法。柱や梁の形がでないすっきりとしたものになる。通常
は５階建てまで建設が可能である。

○ラーメン構造

柱と梁による剛な骨組みを作る構造形式のことで高層の建
設が可能。住宅では四周を柱と梁で囲み一体化した耐震壁
が併用されることが多い

非木造の種類

２．
調査マネジメント

７．
参考資料

３．
調査・判定方法

４．
調査票の記入方法

５．
調査上の留意点

６．
罹災証明書の交付

１．
住家の被害認定調査

・罹災証明書の概要等



p.290

不公平感のない支援を
迅速に行うためにも

運用指針、Ｑ＆Ａ、通知のほか、
各種参考資料を活用し

的確な調査を行いましょう。


